
総務省からの第１次回答

71
創業支援事業計画の認定
権限の都道府県への移譲

市町村が策定する創業支
援事業計画の認定権限を
経済産業省から都道府県
へ移譲する。

【制度の概要】
創業支援事業計画は、産業競争力強化法第１１３条において、市町村が、民
間事業者や経済団体、金融機関等と連携して、これを策定し、主務大臣の認
定を受けることとされている。
【制度改正の必要性】
本県では、商工会議所、商工会連合会等の経済団体と、地銀、信金、信組、
政府系等の金融機関及び県等が一堂に会し、毎月一度、創業や新たな産業
分野への参入等に係る県内企業の経済活動等について情報共有を図ってお
り、このように地域の実情を把握している県が計画を認定することが適切であ
り、一体的な創業支援につながる。この取り組みについては、H22から開始
し、それぞれの機関が有する支援ノウハウや支援制度の効果的な活用等を
図る中、県内企業の新分野へのチャレンジ等を支援してきたが、特に本年度
からは、県や地元金融機関、経済団体等が出資して組成する新たなファンド
を活用した起業・創業を推進するため、この連携組織の中に特別なチームを
設けて支援することとしており、今後も別途創業支援事業計画を国が認定す
るのであれば、一体的な運用に支障が生じる。
【本県の状況】
連携を図るべき民間事業者等が当該市町村の区域を越えて活動を行ってい
ることが多く、また、特に経済団体等にあっては県の区域での活動が盛んに
なっていることから、計画の認定が進んでいない状況にある。
【懸念の解消策】
市町村で策定する計画については、県へ認定権限を移譲することで、創業を
促す技術シーズや、これをサポートする支援機関、政策リソースなどの効率化
が図られ、現下の重要課題である開業率の向上に資することが期待される。

産業競争力強化法
第１１３条

経済産業省、
総務省

山梨県 C　対応不可

　現在、「『地域の元気創造プラン』による地域からの成長戦略」（平成26年５
月19日第５回経済財政諮問会議　新藤総務大臣提出資料）に基づき、中小企
業庁等と共同して、全市町村で創業支援事業計画を策定し、地域密着型企業
を全国で10,000事業程度立ち上げる「ローカル10,000プロジェクト」を強力に推
進しているところであり、目標達成に向けて、国として創業支援事業計画の目
標設定や内容等について助言を行い、計画の認定に関与する必要がある。
　また、現状では、認定を多数受けている都道府県でも、多くがそれぞれ10件
ずつ程度に留まっており、認定権限を移譲した場合、事務量の多少に関わら
ず執行体制の整備が一律必要であることから、都道府県での執行は極めて
非効率である。本事業では、各地のモデルとなる創業支援体制について全国
に横展開を図ることを目的の一つとしているが、認定業務を都道府県に移譲
した場合、他地域の全国水準での取り組みや先進事例等の情報を反映しな
がら認定業務を行うことが困難になり、施策の最適化がなされなくなることが
懸念される。
　各都道府県においては、市区町村への情報提供という役割に加えて、県セ
ンター、インキュベーション施設等の活用や、単独では申請が難しい市区町村
への調整役を担っており、今後、都道府県との連携体制を強化してゆく方向で
あるが、都道府県への認定業務の権限移譲については時期尚早であると考
えている。

391
創業支援事業計画の認定
権限の都道府県への移譲

産業競争力強化法第113
条に基づいて市区町村が
作成する創業支援事業計
画の認定権限を都道府県
に移譲する。

【支障】現在、計画申請、認定に当たっては、地方経済産業局が市区町村と入
念な事前調整を行い、申請に向けた助言・指導を行っているが、今後認定取
得を希望する市区町村からの相談が増加すれば、経済産業局に過度な負担
が発生するおそれがある。また、平成26年4月に中小企業庁が発行した「産業
競争力強化法における 市区町村による創業支援のガイドライン」によれば、
申請の素案受付から認定までの所要期間は2ヶ月以上とされており、この期
間中は素案を提出した市区町村内の創業者が法に基づく優遇措置を受ける
ことができないため、場合によっては支援継続中の案件が優遇措置の対象外
となってしまうおそれがある。さらに、本法に基づく創業支援計画は、市区町村
が主体的に地域内の創業の促進を計画・実践するという画期的な制度である
が、多くの市区町村にとっては創業支援に正面から取り組む初めての機会と
なるため、頻繁に計画変更が生じる可能性がある。窓口が地方経済産業局の
みである場合、こうした計画変更への迅速な対応が困難となるおそれがある。
【改正の必要性】本事務を都道府県に移譲すれば、市町村の申請から認定ま
での所要期間は1ヶ月程度に短縮でき、地方経済産業局との調整に係る旅
費、人件費等の低減にもつながる。また、大分県における「スタートアップ支援
機関連絡会議（県、商工団体、金融機関等で組織。年間1,500件の創業相談
を受け、うち400件が創業を実現）などの全県組織から市町村への情報提供も
可能になることから、法の趣旨、地域の実情に即した円滑な事務が行えるも
のと思われる。

産業競争力強化法
第113条、第114条、
第137条
産業競争力強化法
施行規則第41条～
第45条

経済産業省、
総務省

九州地方知
事会

C　対応不可

　現在、「『地域の元気創造プラン』による地域からの成長戦略」（平成26年５
月19日第５回経済財政諮問会議　新藤総務大臣提出資料）に基づき、中小企
業庁等と共同して、全市町村で創業支援事業計画を策定し、地域密着型企業
を全国で10,000事業程度立ち上げる「ローカル10,000プロジェクト」を強力に推
進しているところであり、目標達成に向けて、国として創業支援事業計画の目
標設定や内容等について助言を行い、計画の認定に関与する必要がある。
　また、現状では、認定を多数受けている都道府県でも、多くがそれぞれ10件
ずつ程度に留まっており、認定権限を移譲した場合、事務量の多少に関わら
ず執行体制の整備が一律必要であることから、都道府県での執行は極めて
非効率である。本事業では、各地のモデルとなる創業支援体制について全国
に横展開を図ることを目的の一つとしているが、認定業務を都道府県に移譲
した場合、他地域の全国水準での取り組みや先進事例等の情報を反映しな
がら認定業務を行うことが困難になり、施策の最適化がなされなくなることが
懸念される。
　各都道府県においては、市区町村への情報提供という役割に加えて、県セ
ンター、インキュベーション施設等の活用や、単独では申請が難しい市区町村
への調整役を担っており、今後、都道府県との連携体制を強化してゆく方向で
あるが、都道府県への認定業務の権限移譲については時期尚早であると考
えている。

制度の所管・
関係府省庁

提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答

1



制度の所管・
関係府省庁

提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答

699
創業支援事業計画の認定
権限の都道府県への移譲

産業競争力強化法　第１１
３条、第１１４条、第１３７条
３項、第１４０条１項６号に
規定する「市区町村創業
支援計画」に関する経済
産業大臣、総務大臣及び
その他の主務大臣（関係
する施行令、施行規則を
含む）における権限を都道
府県に移譲されたい。
第１１３条　創業支援事業
計画の認定
第１１４条　創業支援事業
計画の変更等
第１３７条３項　報告書の
徴収
第１４０条１項６号　 主務
大臣等

【具体的な支障事例】創業支援事業計画の認定に際し、国が全国約1700の市区町
村のきめ細かな実情を把握することは現実的ではなく、計画認定に向けた指導・助
言等のフォローアップを的確に行うことは難しいと考えられる。
国の第一回認定(3月20日)では、2月4日に説明会を実施、2月7日に近畿経済産業局
に素案を提出、2月14日に中小企業庁に計画を提出という、極めてタイトな日程であ
り、このため大阪府内で６市がこのスケジュールに間に合わなかった。都道府県に認
定権限があれば、下記理由（※１）で十分対応できたと考えられる。
さらに、中小企業白書（2013年版　p.47 ※２）で示されているように、創業者のマー
ケットは市区町村エリアを超えており、都道府県レベルの創業支援施策と密接に連
携した取組が求められる。しかし、現行制度においては、都道府県レベルの官民の
創業支援施策との調整・最適化を行うことができない。
【制度改正の必要性】計画策定にあたり複数の市区町村による共同申請ができる
が、第１回・第２回認定において、各々２件しかなかった。創業者のマーケットの広さ
は多種多様であり、現行制度では創業者のマーケットに合わせた市区町村の組合せ
を一律で構成することはできないため、都道府県レベルの官民の創業支援施策との
調整・最適化が不可欠である。
行政効率的な観点からも共同計画が策定されるべきであるが、都道府県が認定を行
えば、場合によっては地方自治法上の様々な連携手続（機関等の共同設置、事務の
委託等）で、市区町村間のより強固な絆づくりを誘導することも可能である。
【都道府県が認定を行うことによる効果 ※１】現行制度で所管が複数の省庁に関係
する内容が含まれた場合、各所管省庁との調整に時間を要すると想定される。一
方、都道府県はあらゆる分野に対し、計画策定に係る指導・助言から認定までの手
続を一元的かつ円滑に行うことができる。申請者である市区町村にとっても事務の
効率化ができる。
※２　創業者が目指している今後の市場について、「地域需要創出型」では全体の
80％以上が市区町村のエリアを超えている。（同一市町村19.6％、同一都道府県
39.1％、全国38.2％、海外3.2％）

産業競争力強化法
第１１３条、第１１４
条、第１３７条３項、
第１４０条１項６号

経済産業省、
総務省

大阪府、京都
府、兵庫県、
徳島県

C　対応不可

　現在、「『地域の元気創造プラン』による地域からの成長戦略」（平成26年５
月19日第５回経済財政諮問会議　新藤総務大臣提出資料）に基づき、中小企
業庁等と共同して、全市町村で創業支援事業計画を策定し、地域密着型企業
を全国で10,000事業程度立ち上げる「ローカル10,000プロジェクト」を強力に推
進しているところであり、目標達成に向けて、国として創業支援事業計画の目
標設定や内容等について助言を行い、計画の認定に関与する必要がある。
　また、現状では、認定を多数受けている都道府県でも、多くがそれぞれ10件
ずつ程度に留まっており、認定権限を移譲した場合、事務量の多少に関わら
ず執行体制の整備が一律必要であることから、都道府県での執行は極めて
非効率である。本事業では、各地のモデルとなる創業支援体制について全国
に横展開を図ることを目的の一つとしているが、認定業務を都道府県に移譲
した場合、他地域の全国水準での取り組みや先進事例等の情報を反映しな
がら認定業務を行うことが困難になり、施策の最適化がなされなくなることが
懸念される。
　各都道府県においては、市区町村への情報提供という役割に加えて、県セ
ンター、インキュベーション施設等の活用や、単独では申請が難しい市区町村
への調整役を担っており、今後、都道府県との連携体制を強化してゆく方向で
あるが、都道府県への認定業務の権限移譲については時期尚早であると考
えている。

277
水素ステーションの設置に
係る高圧ガス保安法令等
の見直し

高圧ガス保安法関連法
令、建築基準法関連法
令、消防法関連法令を改
正し、水素ステーションの
設置について規制改革実
施計画（平成25年6月14日
閣議決定）（：次世代自動
車の世界最速普及）に基
づき、速やかに規制を緩
和すること。

【制度改正の必要性等】
水素ステーションの設置にあたっては、従来の規制の中では想定されていな
い事項があり、また、欧米に比べ、必要以上に厳しい安全基準が定められて
いる。
水素エネルギーの普及拡大を図る上で、2015年から市販される燃料電池車に
安定的、かつ安価に水素を供給する必要があるが、設置基準が厳しいこと
で、欧米に比べ、設置コストが５～６倍となっており、設置事業者に多くの負担
となっている。このため、安全性が確認された事項については、欧米並みのコ
ストで水素ステーションが設置できるよう、規制を緩和する必要がある。国は
平成２７年中に全国で１００か所の設置を計画しているが、現時点では４０か
所程度にとどまっている。
本県では、平成26年5月に有識者や自動車メーカー、水素供給企業等からな
る「埼玉県水素エネルギー普及推進協議会」を設置した。協議会において、水
素ステーションや燃料電池自動車に普及に関し、行政に対する要望や、規制
改革実施計画に基づく規制緩和を速やかに実施する必要がある旨の意見が
出された。
高圧ガス保安法施行規則第７条の3等を改正し、水素ステーションの設置を促
進すべきである。

高圧ガス保安法一
般高圧ガス保安規
則（一般則）第7条
の３

経済産業省、
国土交通省、
総務省（消防
庁）

埼玉県 A　実施

　水素ステーションの設置コストの低減については、規制の見直しに加え、技
術開発、標準化や量産化に向けた支援など総合的な対策が必要。
　規制の見直しに関しては、「規制改革実施計画（平成25年6月14日閣議決
定）」に基づき、安全性の検証を行った上で必要な措置を行っているところ。
　例えば、使用鋼材の拡大については、ドイツ、米国等諸外国の事例を踏まえ
検討を行い、平成27年度までに結論を得次第措置を講じることとしている。
　なお、「欧米に比べ、設置コストが５～６倍となっており」との指摘について
は、比較の根拠を把握できていないが、水素供給能力を340㎥に揃えた場合
の工事費を除く構成機器について、日本2.8億円に対し、欧州1.3億円との試算
例（「水素・燃料電池戦略ロードマップ」（水素・燃料電池戦略協議会　平成26
年6月23日））もあり、水素ステーションの仕様の差異等も考慮に入れた多面
的な比較が必要。

2



制度の所管・
関係府省庁

提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答

110
緊急消防援助隊設備整備
費補助金に係る零細補助
基準の廃止又は緩和

緊急消防援助隊設備整備
費補助金交付要綱第3条
に規定されている、県及び
指定都市が補助金の交付
を受けるための基準（交付
額が9,500万円以上）につ
いて、基準の廃止又は緩
和を求めるもの。

【支障事例】
消防組織法第45条に規定される緊急消防援助隊（以下「緊援隊」）の車両整
備に交付される緊急消防援助隊設備整備費補助金については、同補助金交
付要綱第3条において、指定都市にあっては、交付額が9,500万円（以下「基準
額」）に満たない場合は、交付決定を行わないこととされている。
本市では、緊援隊の車両更新は毎年1～2台程度必要だが、これに係る算定
額が基準額に満たないため、当該補助金を活用できない。（添付「参考①・
②」）
このため、更新の先送り等により更新年度を集中化しなければならず、平成
19年度以降は更新期間を延長して対応している。今後も、平成28年度及び平
成33年度に更新を集中させ整備せざるを得ない見通しであり、関係車両以外
の車両等の更新時期にも影響を及ぼすとともに、老朽化による年間の車両維
持管理費の増大や、更新の先送りが困難な場合は、全額市費による更新を
余儀なくされている。
※他の指定都市にも同様の課題が見られる。
【制度改正の必要性】
基準額の廃止又は緩和により、当該補助金を実情に即した形とすることで、上
記の課題を解決し、各自治体における緊援隊の計画的整備に大きく資するも
のとなる。ひいては、平成30年度を目途とする緊援隊の規模増強の計画達成
につながるものと考える。（添付「参考③」）

消防組織法第45条
第1項、第49条第2
項及び第3項
緊急消防援助隊に
関する政令第6条
緊急消防援助隊設
備整備費補助金交
付要綱第3条

総務省（消防
庁）

浜松市
E　提案の実
現に向けて対
応を検討

緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱第3条においては、緊急消防援
助隊設備整備費補助金の交付額は、指定都市にあっては、9,500万円以上と
している。これは、地方公共団体への補助金は、補助効果とコストとの比較関
係に留意し、採択基準を定めていることによるものである。しかしながら、近時
の指定都市の行政規模は、従来の指定都市で想定されたような規模でないも
のも見受けられることから、今後、どのような対応があり得るか関係機関と検
討してまいりたい。

233
緊急消防援助隊設備整備
費補助金に係る補助金採
択基準の廃止

本市では、緊急消防援助
隊設備整備費補助金を活
用し、緊急消防援助隊登
録車両の更新に合わせ、
車両の更新を行っている。
しかしながら、財政状況が
非常に厳しい中で、指定
都市にあっては、補助金
採択基準（交付額ベース。
以下同じ。）が9,500万円以
上と高額であるため、当該
補助金を活用し車両更新
を行う際に苦慮している。
そのため、緊急消防援助
隊登録車両の整備に対し
ては、等しく交付決定が受
けられるよう、補助金採択
基準の廃止をお願いす
る。

【支障事例】
指定都市消防本部は、緊急消防援助隊として多くの部隊を登録しており、全
国各地で発生する大規模災害に率先して部隊を派遣し、被災地での救助救
援活動に貢献しているところである。
緊急消防援助隊設備整備費補助金を活用する事業は様々であるが、消防車
両の整備が主なものである。
本市は近年指定都市へ移行したが、指定都市移行前においては、水槽付ポ
ンプ車1台（3,000万円程度）でも当該補助金を活用して購入できていた。
しかしながら、指定都市移行後においては、補助金採択基準が9,500万円に
変更されたため、補助対象費用で１億9,000万円以上が必要となり、１台2,500
万円程度のポンプ車や救急車では、更新する台数を年度に集中させるか、梯
子車（１億7,000万円程度）や救助工作車（9,000万円程度）などの高額な車両
と共に更新するなどの手法をとる必要がある。
このように、緊急消防援助隊設備整備費補助金について、補助額採択基準額
が指定都市移行後は950万円から9,500万円の10倍となり、補助金の要望が
できにくい状況のため、消防車両の整備に支障をきたしている。

緊急消防援助隊設
備整備費補助金交
付要綱第３条
消防組織法第44
条、第45条、第49条
緊急消防援助隊に
関する政令第６条

総務省（消防
庁）

熊本市
E　提案の実
現に向けて対
応を検討

緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱第3条においては、緊急消防援
助隊設備整備費補助金の交付額は、指定都市にあっては、9,500万円以上と
している。これは、地方公共団体への補助金は、補助効果とコストとの比較関
係に留意し、採択基準を定めていることによるものである。しかしながら、近時
の指定都市の行政規模は、従来の指定都市で想定されたような規模でないも
のも見受けられることから、今後、どのような対応があり得るか関係機関と検
討してまいりたい。
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提案団体
管理番

号
提案事項
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区分 回答

629
緊急消防援助隊の要請方
法の見直し

緊急消防援助隊の要請に
ついて、被災地の市町村
長がいかなる場合でも都
道府県知事を経由せず、
直接消防庁長官へ応援要
請することができるよう規
制緩和を行う

【支障・制度改正の必要性】
緊急消防援助隊は、大規模災害で都道府県内での対応が困難な場合、県域
を超えた消防の応援体制であり、原則としては消防組織法第44条第１項によ
り、緊急消防援助隊を要請する場合は、都道府県知事を通じ、消防庁長官へ
応援要請をすることとなっている。なお、緊急消防援助隊運用要綱第６条第２
項で都道府県知事と連絡を取ることができない場合には、直接消防庁長官に
対して要請するものとする、とされている。
しかしながら、緊急消防援助隊の応援要請は、県内での広域応援体制では消
防活動が対応できない大規模な緊急性のある活動要請であり、消防管理者
は市町村長であることからも、都道府県知事を経由せずに直接消防庁長官へ
要請を出すことが効果的効率的である。
なお、市町村長から直接消防庁長官へ派遣要請した状況を都道府県知事へ
通知・報告することにより、都道府県の応援体制も可能となるものと考える。

消防組織法第44条
第１項、第2項

総務省（消防
庁）

長崎県 C　対応不可

　緊急消防援助隊の応援等の要請を行う主体が都道府県知事とされている
理由は、都道府県知事が、大規模・特殊災害が発生した場合において、当該
都道府県内全域の被害状況を集約・把握し、必要と見込まれる消防力と管内
の消防力を勘案して応援等の必要性を的確に判断し得る主体であるからであ
る。

　仮に、市町村長が消防庁長官に対して直接緊急消防援助隊の応援要請を
行うこととなる場合、地域における総合的な災害対策の責任を負う都道府県
知事の権限の迅速かつ円滑な行使に重大な支障を及ぼすことが見込まれ、
災害対策上このような制度設計を行うことは適切ではない。また、東日本大震
災のような複数都道府県域にまたがる広域的な大規模災害においては、多く
の市町村に被害が及ぶが、都道府県における集約を行わず、消防庁に多数
の要請が直接行われると、国における迅速な対応に影響を及ぼすことも想定
される。

　以上のことから、緊急消防援助隊の応援要請については、現行制度のとお
り、都道府県知事が消防庁長官に対して行うこととすることが適切である。

　しかしながら、市町村長から都道府県知事に対して緊急消防援助隊の応援
要請を行った旨の情報については、消防庁長官が緊急消防援助隊の応援の
必要性等を判断する上で、非常に重要な情報となり得るものであることから、
この旨の市町村長から消防庁長官に対する情報提供の在り方については、
今後、検討してまいりたい。

315

事務処理特例条例により
移譲した場合の市町村か
ら国への協議に係る都道
府県の経由の廃止（軌道
法部分）

軌道法関係の認可に係る
国（地方運輸局）への協議
等に伴う、知事経由事務を
廃止できるようにすること。

【支障】
　本県では、地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき、軌道法施行
令第6条第1項の規定による認可（軌道法に規定する国土交通大臣の権限に
属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第1条第1項及び第2
項の規定により知事が行うこととされた認可に限る。）を熊本市に移譲してい
る。なお、本件事務は、熊本市の政令市移行（平成24年度）により、道路法の
規定に基づき同市内の県道等の管理が同市に移管されたことを受けて、事務
の合理化を目的に25年度から移譲したもの。しかし、当該認可に伴う国への
協議は、同法第252条の17の3第3項の規定により、知事を経由することとなっ
ており、十分な事務の簡素化に繋がっていない。
【制度改正の必要性】
　経由事務が廃止された場合、市、県及び九州運輸局担当課間の文書の往
復に要する期間（２～３週間程度）が短縮されると考えられる。なお、この期間
短縮については、軌道事業者（熊本市交通局）及び同市都市建設局土木管理
課も要望しているところである。
【その他】
　軌道法関係の協議に限れば、全国的にも事務移譲対象市町村数及び協議
件数が少ないこと、また、軌道事業者による地方運輸局担当課との事前相談
が慣例化していることから、本件経由制度が廃止されても、国の行政機関の
負担増には繋がらないと考えられる。

地方自治法第252
条の17の3第3項
（条例による事務処
理の特例の効果）
軌道法施行令第6
条第1項
軌道法に規定する
国土交通大臣の権
限に属する事務で
都道府県が処理す
るもの等を定める
政令第1条第1項及
び第2項

総務省、国土
交通省

熊本県 C　対応不可

　構造改革特別区域法第１５条第１項の規定により、内閣総理大臣の認定を
受けることで、地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき都道府
県知事の権限に属する事務を市町村が処理することとなった場合の、地方自
治法第２５２条の１７の３第３項の規定による都道府県知事の経由は省略する
ことができます。
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880

新交通ネットワークにおけ
るインフラ外施設の整備及
び設備更新に対する起債
制限の緩和

新交通ネットワークにおけ
るインフラ外施設の整備及
び設備更新に係る地方自
治体が負担する財源に対
して地方債が充当できな
いため、地方債の制限緩
和を行う。

　新交通ネットワークについては、平成６年８月、広域的な拠点であるひろしま
西風新都と都心部を結ぶ約18.4kmのアストラムラインが開業しており、現在
は、ネットワークの広域化を目指し、JR山陽本線と結節する白島新駅の整備
を平成27年春の開業を目指して推進するとともに、広域公園前駅からの延伸
整備について、「利便性とコスト節約の両立」の観点からルート・構造の見直し
を進めている。
　その一方で、アストラムラインは今年で開業後20年を迎え設備等の老朽化
が進み、今後、設備機器の更新が本格化していくことになる。
　こうしたことから、交通事業者（広島高速交通㈱：広島市出資比率51％）が実
施するインフラ外施設の整備や設備更新に対する地方負担を軽減するため、
地方負担額についても、地方財政法第５条第５号に規定する経費とみなせる
よう、地方債の制限の緩和が必要である。
（詳細は別紙１を参照。）

地方財政法第5条
国土交通省、
総務省

広島市
D　現行規定
により対応可
能

　　地方財政法第５条第５号では、地方公共団体は、地方公共団体が資本金
の二分の一以上を出資している法人が設置する公共施設の整備事業に係る
助成に要する経費の財源とするため、地方債を起こすことができることとして
いる。
　　広島高速交通(株)は、広島市が資本金の二分の一以上を出資している法
人であるため、同法人が行うインフラ外施設の整備事業への助成に要する経
費は、地方財政法第５条第５号の経費に該当することとなる。なお、地方債の
発行にあたっての協議等の区分は、一般単独・一般事業の対象となる。
　

881
地域公共交通の利便性向
上に資する事業に対する
起債制限の緩和

「地域公共交通の活性化
及び再生に関する法律」に
基づく軌道運送高度化事
業及び道路運送高度化事
業同様、連携計画事業（コ
ミュニティ・レール化）につ
いて、地方財政法第５条
第５号に規定する経費と
みなせるよう、地方債の制
限緩和を行う。

　地域公共交通総合連携計画に位置付けた事業を連携計画事業（コミュニ
ティ・レール化）として行う法定協議会が、幹線鉄道等活性化事業費補助交付
要領に基づく国庫補助を受けており、本市も負担金を拠出している。
　「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく軌道運送高度化
事業及び道路運送高度化事業には、地方債の特例が認められていることに
鑑み、これらの事業の性格と同様と思われる連携計画事業（コミュニティ・レー
ル化）についても、補助制度をより有効活用するために、地方財政法第５条第
５号に規定する経費とみなせるよう、連携計画事業においても「地域公共交通
の活性化及び再生に関する法律」第12条、第17条と同趣旨の特例を設けるこ
とにより地方債の制限の緩和を行うことで、地域公共交通の更なる利便性の
向上を図る。
（詳細は別紙２を参照。）

地域公共交通の活
性化及び再生に関
する法律

国土交通省、
総務省

広島市 C　対応不可

　地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（以下、「法」という。）におい
ては、地域公共交通総合連携計画に定められる事業のうち、既存の制度では
充分な対応が図られていないものであって、地域公共交通の活性化及び再生
を促進する上で特に重要と考えられる取組みを「地域公共交通特定事業」とし
て、当該事業ごとの実施計画に係る国土交通大臣による認定制度を設け、認
定を受けた計画に係る事業に対する法律上の特例措置を講じることにより、
当該事業の促進を図ることとしている。

　法第１２条及び第１７条においては、認定を受けた軌道運送高度化実施計
画及び道路運送高度化実施計画について、当該計画に定められた地域公共
交通特定事業の促進を図る観点から、地方債の特例を認めているところ。

　以上から、ご提案の連携計画事業（コミュニティ・レール化）については、地
域公共交通特定事業に位置づけることはできないため、地方債の特例を措置
することはできない。
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9
国政選挙への電子投票の
導入

特例法の制定により国政
選挙での電子投票の実施
を可能にする。

本市では平成１４年２月に施行の「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙
に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」
に基づき、市長・市議選挙における電子投票を実施している。
これまで計４回の電子投票に成功しており、開票事務の迅速・効率化、無効投
票の減少、投票方法のバリアフリー化という効果を実証し、電子投票の信頼
性はゆるぎないものとなっている。
現行の法制下においては、電子投票で実施する地方選挙と、自書式投票で
実施するしかない国政選挙が混在することから、住民から戸惑いとともに全て
の選挙での電子投票の実施を望む声が多く寄せられているところである。
また、国政選挙への電子投票導入が認められていないことが、導入を検討し
ている多くの自治体の障壁になっており、原状のままでは、電子投票制度の
普及は遅々として進まないばかりか、制度を維持することも困難になるのでは
ないかと危惧するところである。
なお、国政選挙への導入によって、開票時間の大幅な短縮や無効票の減少
などの有効性が広く有権者に浸透することで、導入に対するコンセンサスが得
られやすくなると考えており、電子投票が広く全国に普及することで経費節減
にも寄与するものと考えている。

公職選挙法第４６
条

総務省 新見市 C　対応不可

　国政選挙への電子投票の導入については、選挙手続の中核である投票方
法の在り方の問題であり、また、国政選挙に電子投票を導入する法案が過去
において議員立法として提案された経緯もあり、国会において十分にご議論
いただく必要がある。

56
市町村選挙における争訟
手続の見直し

市町村が管理執行する選
挙における異議の申出に
おいて市町村選挙管理委
員会の決定に不服のある
者が、直ちに市町村選管
を被告として、裁判所に訴
訟を提起することができる
よう、公職選挙法を改正さ
れたい。

【現状】
市町村の自治事務である市町村長又は議会議員の選挙に係る選挙無効及
び当選無効の訴えについては、市町村選管に対する異議の申出（公選法202
①、206①）、都道府県選管に対する審査の申立て（公選法202②、206②）を
経て、都道府県選管の裁決に不服がある場合は、都道府県選管を被告として
高等裁判所に訴訟を提起することができる（公選法203、207）こととなってい
る。
【制度改正の必要性】
都道府県選管が審査庁として介在し、また、市町村の選挙に係る訴えである
にも関わらず都道府県選管が被告となることは、都道府県の知事又は議会議
員の選挙に係る同様の訴えにおいて都道府県選管への異議申出の後、直ち
に都道府県選管を被告として出訴できることと比較して不均衡であり、市町村
の自主・自律の観点から、このような制度は見直されるべきである。
【支障事例】
なお、平成18年5月に執行された愛知県内の市議会議員補欠選挙における事
例では、選挙の効力を争う異議申出に対する市選管の決定を経て、県選管に
対し審査申立がなされ、最終的には平成19年3月の最高裁の判決をもって選
挙の無効が確定した。

公職選挙法第202
条、第203条、第206
条及び第207条

総務省 愛知県
E　提案の実
現に向けて対
応を検討

　市町村の議会の議員及び長の選挙・当選の効力に係る争訟手続について、
現行制度は、市町村の選挙管理委員会の異議の決定に不服がある場合に都
道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができることとし、さらに当
該審査の申立ての裁決に対して不服のある場合に、都道府県の選挙管理委
員会を被告として、訴訟を提起することができるものとしている。現行制度は
早期に選挙・当選の効力を確定させる等の観点から一定の合理性を有するも
のであるが、公職選挙法制定当時からの制度であり、現在の市町村の行財
政基盤の状況に照らすならば、その見直しについて検討の余地はあるものと
考えられるところである。
　現行制度については、市町村における訴訟の対応のための体制や、地方公
共団体の機関がした処分について、個別法の規定に基づいて国や都道府県
に対して審査請求・再審査請求をすることができる、いわゆる裁定的関与との
関係等も踏まえつつ、今後、有識者の意見等を聞きながら、議論を行うことを
検討したい。

6



制度の所管・
関係府省庁

提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答

331
市町村選挙における争訟
手続の見直し

県選管が実施している市
町村選挙に対する不服審
査制度を廃止し、市町村
選管への異議申し立て後
直ちに提訴できる仕組みと
すべき。

①地方自治法の改正により都道府県選挙管理委員会は市町村選挙管理委
員会の指揮監督権を有しない。
②市町村の選挙について実情を最も把握しているのは当該市町村の選挙管
理委員会であり、訴訟上の当事者主義にもかなう。
③市町村選挙管理委員会の決定に不服がある者が直ちに高等裁判所に市
町村選管を被告として訴訟を提起することができるようにすることは、争訟の
スピードアップにつながり、当事者双方にとってもメリットがある。

公職選挙法第202
条2項、第203条、第
206条2項、第207条

総務省 群馬県
E　提案の実
現に向けて対
応を検討

　市町村の議会の議員及び長の選挙・当選の効力に係る争訟手続について、
現行制度は、市町村の選挙管理委員会の異議の決定に不服がある場合に都
道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができることとし、さらに当
該審査の申立ての裁決に対して不服のある場合に、都道府県の選挙管理委
員会を被告として、訴訟を提起することができるものとしている。現行制度は
早期に選挙・当選の効力を確定させる等の観点から一定の合理性を有するも
のであるが、公職選挙法制定当時からの制度であり、現在の市町村の行財
政基盤の状況に照らすならば、その見直しについて検討の余地はあるものと
考えられるところである。
　現行制度については、市町村における訴訟の対応のための体制や、地方公
共団体の機関がした処分について、個別法の規定に基づいて国や都道府県
に対して審査請求・再審査請求をすることができる、いわゆる裁定的関与との
関係等も踏まえつつ、今後、有識者の意見等を聞きながら、議論を行うことを
検討したい。

332
政治資金収支報告書のイ
ンターネット公表の公表期
間の制限撤廃

政治資金規正法に定める
収支報告書のインターネッ
トでの掲出は、法定受託
事務の処理基準におい
て、3年と定められている。
県民の利便性の向上や事
務の効率化の観点から、
掲出期間の制限を撤廃す
べき。

①本県では収支報告書の文書保存期間を5年とし、閲覧期間の3年を超えるも
のについての公開は、公文書開示請求により対応している。
○平成２２年度請求件数（請求対象団体数）
　　３４団体分
○平成２３年度請求件数（請求対象団体数）
　　７団体分
○平成２４年度請求件数（請求対象団体数）
　　３団体分
○平成２５年度請求件数（請求対象団体数）
　　請求なし
※複数の団体の閲覧等請求の場合もあり、請求ベースでは件数は上記より
減少する。
②インターネットによる提出期限を文書保存期間と合わせることで、情報の透
明性向上と公開手続きの簡素化、利便性向上につながる。
③政治活動の透明性の確保の観点から、政治団体の活動内容を国民の監視
下におくということは政治資金規正法の立法趣旨にもかなうものである。
④事務上の支障を考慮しても、長期間にわたって収支報告書を公表すること
で得られる利益は大きく、かつ、法解釈の変更によって容易に達成できる事項
である。
⑤都道府県の判断で可能な限り公表しておけるよう、制限（法解釈上の取扱
い）を撤廃されたい。

政治資金規正法第
20条第4項、第20条
の2第2項

総務省 群馬県 C　対応不可

　政治資金規正法は、政治団体及び公職の候補者の政治活動が国民の監視
と批判の下におかれるようにすることを目的に、①政治団体の会計責任者に
よる会計帳簿の保存（第１６条第１項）、②総務大臣又は都道府県の選挙管
理委員会による収支報告書の保存（第２０条の２第１項）、③収支報告書の閲
覧又は写しの交付の請求（第２０条の２第２項）などの仕組みを設けており、こ
れらの保存又は閲覧等の請求の期間は、いずれも収支報告書の要旨が公表
された日から３年を経過する日までとされている。

　収支報告書のインターネット公表に関しては、e－Japan戦略等に基づき、各
行政機関による任意の行政サービスの一環として行っているものであるが、
収支報告書の保存又は閲覧等の請求の期間内において認められるものであ
る。

　なお、保存又は閲覧等の請求の期間そのものを見直すことについては、上
記の期間など政治資金規正法上の規定を見直す必要があり、政党その他の
政治団体の政治活動のあり方と密接に関連する事柄であるので、まずは国会
の各党各会派で十分に議論がなされる必要がある。

　また、収支報告書に係る電磁的記録を閲覧期間を超えて保存すること、当
該記録を情報公開条例に基づき閲覧等に供することは、政治資金規正法上
禁止されているものではない。
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制度の所管・
関係府省庁

提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答

66
広域連合が国に移譲を要
請できる事務の範囲の拡
大

地方自治法において、広
域連合が国に移譲を要請
することができる事務は、
広域連合に密接に関連す
る事務に限定されている
が、同法の規定を改正し、
「当該広域連合の事務に
密接に関連する」を削除
し、幅広い事務の移譲を
要請できる仕組みの構築
を求める。

関西広域連合は、関西２府５県における広域行政を担う責任主体として平成
22年12月に設立された。設立から３年以上が経過し、７つの広域事務を始め
とした課題に、構成団体が一丸となって取り組んできた。
今後更なる広域行政に取り組むため、直轄道路、河川の管理権限の移譲な
ど、国が実施している様々な事務・権限について移譲を求めようとしている。
しかし、当該規定により移譲を求めることができる事務は、関西広域連合が現
在担っている事務と密接に関連する事務に限定されることから、地方自治法
に基づく国への事務移譲の要請ができない。

地方自治法第291
条の２第４項

総務省
関西広域連
合

C　対応不可

　広域連合が国や都道府県に対して広域連合が処理することとするよう要請
できる事務を、当該広域連合の処理する事務に「密接に関連するもの」に限る
こととする規定は、
　①広域連合の制度が事務の受け入れ体制の整備を大きな目的の一つとし
て創設されたものであり、事務・事業の配分が着実に進んでいくことが強く望
まれることから、仮に要請が受け入れられれば、速やかに実施できる体制が
広域連合側に整えられていることが望まれること
　②広域連合による要請については当該広域連合を組織する地方公共団体
が法律上関与し得ないことから、要請できる範囲を予測可能なものとしておく
ことが適当であると考えられること
といった趣旨から設けられたものである。従って、密接に関連しない事務で
あっても、広域連合が、当該要請を行う際に、あらかじめ当該事務を処理する
ための人的体制や財政負担の準備を行い、当該要請が受け入れられれば、
速やかに事務を処理していくことができるのか、広域連合やそれを組織する
地方公共団体の意見も聞きながら検討していきたい。

831
広域連合が国に移譲を要
請できる事務の範囲の拡
大

地方自治法において、広
域連合が国に移譲を要請
することができる事務は、
広域連合に密接に関連す
る事務に限定されている
が、同法の規定を改正し、
「当該広域連合の事務に
密接に関連する」を削除
し、幅広い事務の移譲を
要請できる仕組みの構築
を求める。

関西広域連合は、関西２府５県における広域行政を担う責任主体として平成
22年12月に設立された。設立から３年以上が経過し、７つの広域事務を始め
とした課題に、構成団体が一丸となって取り組んできた。
今後更なる広域行政に取り組むため、直轄道路、河川の管理権限の移譲な
ど、国が実施している様々な事務・権限について移譲を求めようとしている。
しかし、当該規定により移譲を求めることができる事務は、関西広域連合が現
在担っている事務と密接に関連する事務に限定されることから、地方自治法
に基づく国への事務移譲の要請ができない。

地方自治法第291
条の２第４項

総務省 兵庫県 C　対応不可

　広域連合が国や都道府県に対して広域連合が処理することとするよう要請
できる事務を、当該広域連合の処理する事務に「密接に関連するもの」に限る
こととする規定は、
　①広域連合の制度が事務の受け入れ体制の整備を大きな目的の一つとし
て創設されたものであり、事務・事業の配分が着実に進んでいくことが強く望
まれることから、仮に要請が受け入れられれば、速やかに実施できる体制が
広域連合側に整えられていることが望まれること
　②広域連合による要請については当該広域連合を組織する地方公共団体
が法律上関与し得ないことから、要請できる範囲を予測可能なものとしておく
ことが適当であると考えられること
といった趣旨から設けられたものである。従って、密接に関連しない事務で
あっても、広域連合が、当該要請を行う際に、あらかじめ当該事務を処理する
ための人的体制や財政負担の準備を行い、当該要請が受け入れられれば、
速やかに事務を処理していくことができるのか、広域連合やそれを組織する
地方公共団体の意見も聞きながら検討していきたい。
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制度の所管・
関係府省庁

提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答

67
広域連合の規約変更手続
きの弾力化

地方自治法において、広
域連合が規約変更を行う
にあたっては、総務大臣許
可を受ける際に、国の関
係行政機関の長との協議
が必要とされているが、同
法を改正し、協議を廃止し
報告にかえるなど規約変
更手続きを弾力化すること
を求める。

規約変更を行う場合、総務大臣の許可が必要となるが、総務大臣許可の際に
は関係行政機関の長への協議が必要となっている。

当該協議には相当の期間を要し、その間、広域連合が処理する広域行政課
題への的確かつ迅速な対応に支障が生じるおそれがあるため、協議を廃止し
報告にかえるなど、規約変更手続きを弾力化する必要がある。

地方自治法第291
条の３第２項

総務省
関西広域連
合

C　対応不可

　都道府県が加入する広域連合の規約変更について、総務大臣が許可をしよ
うとするときには、国の関係行政機関の長に協議しなければならないこととす
る規定は、
　①広域連合の事務の処理に当たっては、当該事務に関係する法令等に係
る関係行政機関に協議することが適当であること
　②都道府県が加入する広域連合は、国からの事務の配分が行われ得るも
のであり、規約の改正が将来的に国からの権限移譲につながり得ることを踏
まえ、あらかじめ関係行政機関に協議することが適当であること
といった趣旨から設けられたものであり、関係行政機関の長への協議を廃止
することはできない。
○　なお、
・広域連合の事務所の位置の変更
・広域連合の経費の支弁の方法の変更
・国が、国の事務を新たに広域連合に処理することとした場合
については、総務大臣の許可は不要とされている。

832
広域連合の規約変更手続
きの弾力化

地方自治法において、広
域連合が規約変更を行う
にあたっては、総務大臣許
可を受ける際に、国の関
係行政機関の長との協議
が必要とされているが、同
法を改正し、協議を廃止し
報告にかえるなど規約変
更手続きを弾力化すること
を求める。

規約変更を行う場合、総務大臣の許可が必要となるが、総務大臣許可の際に
は関係行政機関の長への協議が必要となっている。

当該協議には相当の期間を要し、その間、広域連合が処理する広域行政課
題への的確かつ迅速な対応に支障が生じるおそれがあるため、協議を廃止し
報告にかえるなど、規約変更手続きを弾力化する必要がある。

地方自治法第291
条の３第２項

総務省 兵庫県 C　対応不可

　都道府県が加入する広域連合の規約変更について、総務大臣が許可をしよ
うとするときには、国の関係行政機関の長に協議しなければならないこととす
る規定は、
　①広域連合の事務の処理に当たっては、当該事務に関係する法令等に係
る関係行政機関に協議することが適当であること
　②都道府県が加入する広域連合は、国からの事務の配分が行われ得るも
のであり、規約の改正が将来的に国からの権限移譲につながり得ることを踏
まえ、あらかじめ関係行政機関に協議することが適当であること
といった趣旨から設けられたものであり、関係行政機関の長への協議を廃止
することはできない。
○　なお、
・広域連合の事務所の位置の変更
・広域連合の経費の支弁の方法の変更
・国が、国の事務を新たに広域連合に処理することとした場合
については、総務大臣の許可は不要とされている。
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制度の所管・
関係府省庁

提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答

320

自動車事故の損害賠償金
額が一定額以下のものに
係る議会の議決事項の例
外化

議会の議決事件を定めた
地方自治法第96条第1項
第13号「法律上その義務
に属する損害賠償の額を
定めること」の規定に、自
動車事故に係る損害賠償
事案について、損害賠償
金額が一定額以下のもの
を議決事項から除外する
法改正

地方自治法第96条第１項第13号の規定により、普通地方公共団体が、国家
賠償法、民法等により損害賠償の義務を負う場合、その損害賠償の額の決定
については、すべての事案について議会の議決を得ることとされているが、自
動車事故に係る損害賠償の額については、自賠責保険基準、裁判・弁護士基
準等により算定され、市が恣意的に決定することは困難である。
また、実際に業務上で発生する自動車事故による損害賠償事案は、金額が
少額のものが大部分であることから、自動車事故に係る損害賠償額を定める
ことについては、一定の金額以下のものは議決対象から除外する措置をお願
いしたい。

地方自治法第96条
第1項第13号

総務省 萩市 C　対応不可

　地方自治法第96条第1項第13号に規定する「損害賠償の額の決定」の議決
については、地方自治法第180条第１項の規定に基づき、あらかじめ一定の
金額を限度として、その範囲内で長に専決処分させることもできるものであ
る。

564
支払督促への異議申立て
による訴訟の提起に係る
議会の議決事項の例外化

民事訴訟法第395条規定
の支払督促への異議申立
てによる訴訟の提起につ
いては、議会の議決事項
を定めた地方自治法第96
条第1項第12号の例外と
し、首長が行えることとす
る。

訴訟の提起は、地方自治法第96条第1項第12号により、議会の議決事項と
なっている。
一方、民事訴訟法第395条では、債権者の申立てに基づき裁判所が支払を督
促する支払督促に対し、債務者から異議の申立てが行われた場合、支払督
促の申立て時に遡って訴訟の提起があったものとみなされ、「支払督促」から
「訴訟」へ移行する。
これに伴い、裁判所の指定期限（訴訟移行後１ヶ月半程度）までに、議会の議
決又は地方自治法に基づく知事専決の手続を経た上で訴訟手数料を納付す
ることが必要となる。
ところが、議会開会中は法179条による専決処分を行うことができず、あらかじ
め法180条に基く指定を受けていない団体では、議決日以前に指定期限が経
過し、訴訟が却下される事案の発生が懸念される。
支払督促は、請求が金銭債権やその代替物に限られ、異議申立てによる訴
訟は自治体の債権実現の手段としてその是非を判断する余地はないと思わ
れることから、議会の議決事項を定めた地方自治法第96条第1項第12号の例
外とし、首長が行えることとする。
なお本県において、支払督促への異議申立てによる訴訟が議会の委任によ
る専決処分事項となっていない理由（地方自治法第180条に基づく指定を受け
ていない理由）は次の通りです。
　①　議会の委任による専決処分事項の指定の提案権は議員に専属し、地方
自治体の長には提案権がないこと
　②　異議申立てによる訴訟提起の事案が少なかったこと

地方自治法第96条
第1項第12号

総務省 神奈川県 C　対応不可

　地方自治法第96条第1項第12号の規定は、普通地方公共団体が民事上又
は行政上の争訟及びこれに準ずべきものの当事者となる場合に議会の議決
を必要とする旨の規定である。本件については、「支払督促の申し立てに対し
督促異議の申立てが行われ、民事訴訟法第三百九十五条の規定により支払
督促の申立ての時に訴えの提起があったとみなされる場合については、議会
の議決を要する（最高裁　昭和五九、五、三一）」とされているところであり、ま
ずは議会の議決を得るよう対応すべきであると考える。
　また、地方自治法第179条第1項及び第180条第1項の規定に該当する場合
には、専決処分により対応することも可能と考えられる。なお、地方自治法第
180条第1項においては、長に専決処分事項の指定の提案権は有しないと考
えられているが、議長に対して事件を指定して議決を依頼することはできるも
のとされている。
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制度の所管・
関係府省庁

提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答

706
新たに生じた土地の告示
事務の権限移譲

地方自治法では，市町村
の区域内に新たに土地が
生じたとき，市町村長はこ
れを確認し，都道府県知
事に届出を行い，知事は
直ちに告示しなければなら
ないとされている。一方
で，全国的に特例条例に
よる権限移譲が進んでい
る現状があるほか，告示
の迅速化，手続の簡素化
の観点からは市町村へ権
限移譲を行うべきである。

地方自治法に基づき，市町村の区域内に新たに土地が生じたときは，市町村
長はこれを確認し，都道府県知事に届出を行い，都道府県知事は直ちにこれ
を告示しなければならない。
この事務については，全国的に特例条例による権限移譲が進んでおり，ま
た，告示の迅速化，手続の簡素化の観点から市町村へ権限移譲を行うべきで
ある。
＜事務の実績＞
平成22年度：５市町村において14件
平成23年度：１市町村において１件
平成24年度：５市町村において15件

地方自治法第９条
の５

総務省 鹿児島県 C　対応不可

　条例による事務処理の特例制度により都道府県の事務を市町村が処理す
ることとした場合には、都道府県知事に是正の要求等の権限が残ることにな
る。
　一方、法令上、都道府県の権限を市町村に移譲した場合には、条例による
事務処理の特例と異なり、都道府県知事に是正の要求等の権限が残らず、
同一の土地について複数の市町村の確認・告示が重なる可能性がある。こう
した紛争状態が生じた場合には、地方自治法第９条の手続きに基づき、都道
府県知事が関係市町村の申請に基づき、自治紛争処理委員の調停に付すこ
ととなるが、調停が整うまでの間、告示が重複し、混乱が生じることとなる。
　このような混乱を避けるためにも、地域の実情を把握している都道府県知事
が、市町村の動向も踏まえて、迅速に是正の要求等を行い調整することが望
まれるため、法令上、市町村に権限を移譲することはできない。

147
移動通信用鉄塔整備事業
に係る財産処分の届出受
理権限の移譲

情報通信格差是正事業費
補助金交付要綱第２０条
（補足事項）に定める移動
通信用鉄塔施設・設備の
財産処分の届出の受理権
限を都道府県に移譲す
る。

当該補助金の財産処分の届出の内容は、移動通信サービス対象地域の拡大
や、通信の高速化により地域住民等利用者の利便性向上を図るための機器
更新に係る財産処分の届出がほとんどで、技術的なチェックを要しないもので
ある。
しかしながら現在は、財産処分に係る届出先が総務省とされているため、都
道府県を経由する必要があり、都道府県への申請から総務省の届出受理ま
でに概ね２週間程度の時間を要しており、結果として利用者の利便性向上に
時間を要している。（総務省からの届出受理連絡を待って、その旨市町村に通
知している）
ついては、届出の受理権限を都道府県に移譲し、申請者（市町村）及び都道
府県並びに総務省における事務手続きの簡素化を図り、事務処理期間の短
縮、ひいては利用者の利便性向上を図る必要がある。

情報通信格差是正
事業費補助金交付
要綱第20条
無線システム普及
支援事業費等補助
金交付要綱第20条

総務省
鳥取県、京都
府

E　提案の実
現に向けて対
応を検討

　今回、財産処分の権限移譲に関して、権限移譲する範囲が異なる二つの提
案（管理番号１４７及び３５１）を受けていることもあり、提案団体及び地方総合
通信局と協議し、範囲を精査する必要があり、直ちに措置できないと考える。
今後、地方総合通信局及び地方総合通信局を通じて提案団体との間で提案
内容を検討し、権限移譲に適した財産処分の範囲を精査し、要すれば、今後
の補助金事業の実施に反映するべく要綱改正を検討したい。
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制度の所管・
関係府省庁

提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答

351
移動通信用鉄塔整備事業
に係る財産処分の届出の
移譲

移動通信用鉄塔施設・設
備の財産処分の承認権限
を都道府県に移譲する。

補助金の交付を受けて整備された移動通信用鉄塔について、事業者が利便
性向上のための機器更新を行う場合、処分許可年限未了のものは、財産処
分の届出が必要となる。　鉄塔・鉄柱本体は処分制限期間が４０年と長いた
め、通信事業者は鉄塔・鉄柱本体を利用して、MOVAからFOMA、LTEへと時
代のニーズに応じて無線通信設備の機能・エリアの拡張や変更を急速に進め
ており、その都度、国への届出が必要となっている状況にある。通信事業者に
よっては、毎年、何十件も機器更新を行う場合があり、都道府県を経由して、
その都度国への届出が必要となる。
鉄塔に関する機器更新の届出については、権限を都道府県におろすことで、
住民の利便性向上やエリア拡大を迅速かつ効率的に行うことが可能となる。
（他の国の補助事業の財産処分の場合とは、処分の性質を異にする）もちろ
ん、鉄塔本体の処分のような重大な資産の財産処分については、これまでど
おり国に申請が必要とすべきであると考えます。
権限委譲に伴う期間の短縮について、都道府県に権限を委譲することによ
り、全体で１ヶ月以上の期間かかっていたものが、約２週間以上の期間短縮
が可能となる。

無線システム普及
支援事業費等補助
金交付要綱第20条

総務省
徳島県、京都
府、兵庫県、
鳥取県

E　提案の実
現に向けて対
応を検討

　今回、財産処分の権限移譲に関して、権限移譲する範囲が異なる二つの提
案（管理番号１４７及び３５１）を受けていることもあり、提案団体及び地方総合
通信局と協議し、範囲を精査する必要があり、直ちに措置できないと考える。
今後、地方総合通信局及び地方総合通信局を通じて提案団体との間で提案
内容を検討し、権限移譲に適した財産処分の範囲を精査し、要すれば、今後
の補助金事業の実施に反映するべく要綱改正を検討したい。

201
定住自立圏構想推進要綱
に定める「中心市」の要件
の緩和

定住自立圏構想における
「中心市」の要件として昼
夜間人口比率等が定めら
れているが、当該要件を
満たさない市であっても、
中心市宣言を実施しようと
する団体については、中
心市として位置づけを可
能とする。

定住自立圏構想推進要綱は、中心市と近隣市町村が自らの意思で協定を締
結し、形成される圏域ごとの「集約とネットワーク」の考え方に基づき、互いに
連携・協力することにより、圏域全体の活性化を図ることを目的としている。
中心地の要件には、①人口が５万人程度（少なくとも４万人を超えているこ
と。）、②昼夜間人口比率が１以上（合併市町村に対する特例措置有）など規
定されているが、夜間人口に対する昼間人口が１人でも少ない場合には、中
心市として要件を欠くこととなり、本制度を活用した住民の居住確保対策や地
域の魅力向上対策が展開できない現状である。
そこで、人口要件と同様に昼夜間人口比率についても要件に幅を持たせ、
「昼間人口を夜間人口で除して得た数字が１以上又は概ね１程度」とすること
によって中心市宣言をしようとする市の後押しをすることが必要である。
本市の具体的な現状は、別紙のとおり

定住自立圏構想推
進要綱（平成２０年
１２月２６日付け総
行応第３９号総務
事務次官通知）

総務省 花巻市 C　対応不可

　定住自立圏構想は、地方圏において安心して暮らせる地域を形成し、地方
圏からの人口の流出を食い止め、地方圏への人の流れを創出するという問題
意識のもと、「集約とネットワーク化」の考え方に基づき、中心市と近隣市町村
が互いに連携・協力することにより、圏域全体の活性化を図ることを目的とし
た施策です。
このことを踏まえ、中心市については、圏域全体のマネジメントを担い、必要な
生活機能の相当部分に責任と役割を持つことが求められることから、都市機
能が既に一定集積しており、近隣市町村の住民もその機能を活用しているこ
とを客観的に示す指標として、①人口５万人程度以上、②昼夜間人口比率１
以上の要件を定めているところです。
　なお、総務省としては、定住自立圏構想のほか、「地域の元気創造プラン」な
ど様々な手法により、関係省庁とも連携しながら、地域活性化の取組を支援し
てまいりたいと考えております。
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制度の所管・
関係府省庁

提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答

298
国民保護計画の変更に係
る内閣総理大臣への協議
の廃止

都道府県が国民保護計画
を作成、変更する際は、あ
らかじめ総務大臣を経由し
て内閣総理大臣への協議
が義務付けられているが、
この協議を廃止する。

【根拠条文】
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
第34条第５項　都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成すると
きは、あらかじめ、総務大臣を経由して内閣総理大臣に協議しなければならな
い。

【提案事項・支障事例】
各都道府県の国民保護計画を変更する際、現状では、総務大臣・内閣総理
大臣への協議（年に１度の閣議決定）を経ることとされており、その変更作業
は内閣府から示されるスケジュールに沿って進めることとなっている。
年に一度の閣議決定に間に合わない変更内容は、計画に具備することができ
ず、次の閣議決定まで変更することができないため、適宜時期を捉えた変更
が困難な場合がある。
このことから、県民の生命、身体及び財産を保護するための計画の変更を迅
速に決定できるよう、協議を不要としていただきたい。
なお、同じく県民の生命、身体及び財産を保護する目的で策定している地域
防災計画は、平成２３年度に第１次一括法により内閣府総理大臣への協議が
不要とされたことから、都道府県の国民保護計画も内閣府総理大臣等への協
議を不要とし、速やかな策定・変更を行うことができるようにしていただきた
い。

武力攻撃事態等に
おける国民の保護
のための措置に関
する法律第34条第
５項及び第８項

内閣官房、総
務省（消防
庁）

福島県 C　対応不可

　国民保護法は、我が国の平和と独立を脅かす着上陸侵攻、ゲリラ・特殊部
隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空機による攻撃といった武力攻撃事態
等という最も重大な国家の緊急事態において、国民の生命、身体及び財産を
保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするため、必要な措置について定
めることにより、国全体として万全の体制を整備することを目的としている。

　都道府県の国民保護計画は、この武力攻撃事態等において、都道府県が、
法定受託事務である国民の保護のための措置を、的確かつ迅速に実施する
ための行動計画となるもの。

　この計画の作成、変更に際しての内閣総理大臣への協議は、例えば、都道
府県と防衛省・自衛隊との情報連絡体制の構築に関する事項等の、国の定
める基本指針や指定行政機関の計画の内容と都道府県の計画の内容との整
合性が特に確保されていなければ、国の施策の実施に著しく支障が生ずると
認められるような事項等について、所要の調整を行うものである。

　また、都道府県の区域を越える他の地方公共団体等との広域的な連携に関
する事項等は、国の基本指針や指定行政機関の国民保護計画のほか、他の
都道府県の国民保護計画との整合性等について調整が必要であること等に
鑑みれば、都道府県の国民保護計画の作成、変更に係る内閣総理大臣との
協議については、存置が必要。

　なお、内閣総理大臣への協議については、今後都道府県から要請があれ
ば、関係機関とも協議しながら、適時、協議が行えるよう検討してまいりたい。

614
後進地域の開発に関する
公共事業に係る国の負担
割合の特例の拡大

現在定められている後進
地域の開発に関する公共
事業に係る国の負担割合
の特例対象地の指定を無
くす。

【支障事例】
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例の適用地域
は事業によって条件が付され、治山施設及び地すべり防止施設の工事に際し
ては、一級河川または二級河川 の流域におけるものに係る補助事業のみが
対象になっている。しかし、離島半島を多く抱え海岸に面した集落の保全が大
半を占める本県では、施工箇所によっては対象とならない事業が大半となる
ため、その特例の対象を地域全体に広げることはできないか。本県では平成
２４年度に９２箇所で治山事業を実施したが４６箇所が対象となったものの残り
の半分に当たる４６箇所については対象外となった。対象外となった４６箇所
の内訳は本土２箇所、半島１８箇所、離島部２６箇所となっており、半島・離島
部を多く抱える本県においては折角の特例措置も十分に行き渡っていない状
況である。
【現況】
H24年度の事業実績は別紙のとおり。

後進地域の開発に
関する公共事業に
係る国の負担割合
の特例に関する法
律施行令第１条第
１項ニ

総務省 長崎県 C　対応不可
　かさ上げ対象となる事業は、大規模かつ事業の効果が広域にわたるものを
対象としている法律の趣旨に鑑み、要件の緩和は不可能。
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制度の所管・
関係府省庁

提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答

680 地方債対象事業の拡充

民間事業者による公共施
設整備（株式会社による保
育所整備など）補助に要
する経費、公共施設の維
持補修に要する経費、基
本設計等の建設に係る事
務的経費等への起債充当
を可能とすること

横浜市では、施策推進と財政健全性のバランスをとりながら地方債を活用し
ているが、地方債は地方財政法により充当対象の制限があり、地方債の対象
となる新規の施設整備から対象とならない保全への移行、扶助費の増加等に
よる所要一般財源が増加している中では、今後、予算全体の収支を合わせる
ための財源が確保できない状況が生じかねない。地方が自主的・自律的に地
方債発行総額を決定するにあたり、充当対象事業の選択肢を増やすことが必
要。
保育所待機児童ゼロに向け、株式会社の参入を進める等の取組を行ってい
るが、他団体への補助に関する地方債の対象は「公共的団体が設置する公
共施設の建設事業に係る助成に要する経費」に限定されており、株式会社に
対する補助には地方債を充当できないため、財源の確保が困難となる恐れが
ある。（例：保育所整備　27件　約7億円　（26年度予算・一般財源ベース）、こ
の他小規模多機能型居宅介護事業所、グループホームも株式会社が整備し
ている例あり（26年度予算は全額国費又は県費だが、今後市費負担が発生
する可能性あり））
公共施設の長寿命化に資する大規模修繕は起債対象だが、それ以外の維持
補修費についても施設を耐用年数まで活用するために必要な経費であり、平
準化により安定的な財政運営が可能となる。（公共施設の保全費計 約312億
円（26年度予算・一般財源ベース））
その他、基本設計など建設に係る事務的経費等についても、地方債の対象と
して拡充することにより、自主的かつ安定的な財政運営が可能となる。（例：施
設等整備費1,835億円に対し、基本設計約15億円等（26年度予算・一般財源
ベース））

地方財政法第５条
第５項

総務省 横浜市 C　対応不可

　地方財政法第５条では、地方債の対象を将来世代にも効用が及ぶ公共施
設又は公用施設の建設事業などに限定しており、これは国・地方を通ずる公
債の原則でもあり、地方公共団体の財政規律上、重要である。
　　民間事業者による公共施設整備に対する補助に要する経費については、
民間事業者が「国又は地方公共団体が資本金等の２分の１以上の出資をして
いる法人等」である場合には、現行法令においても、当該事業者による公共
施設整備に対する補助に要する経費は、地方債の対象となっている。これ
は、公的セクターの意思により実質的な運営が可能となる団体でなければ、
公共性の観点から、地方債を財源として補助金を拠出する対象としてふさわし
くないためであり、完全な民間事業者に対する補助に要する経費を地方債の
対象とすることはできない。
　　経常的な維持補修に要する経費については、一般財源をもって措置するこ
とが適当である。
　　建設事業を実施するために直接必要な事務的経費については、現行法令
においても、適正な範囲内のものであれば、地方債の対象となっている。

813
地方自治事項の官報報告
事項の掲載廃止

地方自治事項の官報掲載
事項（６項目）の官報掲載
業務を廃止すること。
＜官報掲載事項＞
①条例の制定又は改廃
（義務を課し、権利を制限
する条例で、全国的に影
響が大きく、特に掲載の必
要があるものに限る）、②
地方税法第19条第３号か
ら第８号までに掲げる処分
についての不服申し立て
に対する決定等の要旨、
③長の選挙結果、④特別
法の住民投票結果、⑤人
事異動、⑥都道府県等の
主たる事務所の設置又は
変更

【現行】
「官報及び法令全書に関する内閣府令」では、第１条において、官報では地方
自治事項を掲載するものとされている。
【支障事例】
官報掲載事項については、総務省あて紙原稿で３部送付することとなってい
る。特に人事異動については、国の行政機関等に係る職員と併せて官報に掲
載されるため、発令日から1週間以内に原稿送付をしなければ掲載されないな
ど、事務処理上時間の制約がある。
【改正の必要性】
官報記載事項については県公報に掲載することで、住民等関係者への周知
は行えるものであり、HPで全国どこからでも県公報閲覧が可能となっている現
在においては、官報に掲載する意義は薄い。従って、事務の効率化の観点か
ら、官報掲載事項の掲載廃止（義務付けの廃止）を提案する。
＜官報掲載事項報告件数＞
H23：６件、H24：９件、H25：４件（いずれも選挙結果及び人事異動）

官報及び法令全書
に関する内閣府令
第１条
「地方自治事項」の
官報掲載について
（平成19年2月21日
総官総第24号総務
省大臣官房総務課
長通知）

総務省、内閣
府

兵庫県、和歌
山県、徳島県

D　現行規定
により対応可
能

　「地方自治事項」の官報掲載については、「地方自治事項の官報掲載につ
いて（通知）」（昭和52年６月16日付け自治文第94号）に記載のとおり、地方公
共団体が官報への掲載を希望するときには、「「地方自治事項」の官報掲載要
領」により原稿を調製するよう取り扱ってきたところである。このことについて
は、「「地方自治事項」の官報掲載について」（平成19年２月21日総官総第24
号）においても同様であり、従前から、地方公共団体の事務を義務付けるもの
ではない。
　なお、今般の地方公共団体からの提案を受け、同要領の趣旨の明確化を図
るため、同要領の改正を行い、平成26年８月６日付け総官総第１６４号「「地方
自治事項」の官報掲載について（通知）」にて、地方公共団体へ通知した。
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制度の所管・
関係府省庁

提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答

833

住民基本台帳関係事務及
び戸籍事務に係る市窓口
業務の委託に係る規制緩
和

住民票の写し等の交付請
求に対する交付・不交付
の決定や請求等に関する
審査以外の業務について
は、「市町村の適正な管理
下」にあれば民間事業者
が行うことができるとされ
ている。また、戸籍謄抄本
の交付請求や戸籍の届出
に関して「事実上の行為又
は補助的行為」について
「市町村職員が常駐し、不
測の事態等に際しては当
該職員自らが臨機適切な
対応を行うことができる体
制であれば」民間事業者
がその業務を行うことがで
きるとされている。ICTの利
活用を含めて本庁舎の市
民課職員と密に連携し「適
正な管理下又は臨機適切
な対応ができる体制」があ
れば、必ずしも同一施設
内に市職員が常駐しない
場合でも業務の委託をす
ることができるようにしてい
ただきたい。

当市においても市政窓口において業務委託を実施しているが、ICTの利活用
を含めて職員が（遠隔で）適正な指示を行うことにより、職員が常駐する場合
と同様に、不測の事態等に際しても臨機適切な対応が可能と考える。

(総務省関係）平成
20年3月31日付総
行市第75号、総行
自第38号、総税企
第54号「住民基本
台帳関係の事務等
に係る市町村の窓
口業務に関して民
間事業者に委託す
ることができる範囲
について」、平成20
年9月9日付総務省
自治行政局市町村
課事務連絡「住民
基本台帳関係の事
務等に係る市町村
の窓口業務の民間
委託に関する質疑
応答について」
（法務省関係）平成
25年3月28日付法
務省民一第317号
「戸籍事務を民間
事業者に委託する
ことが可能な業務
の範囲について（通
知）」

総務省、法務
省

三鷹市 C　対応不可

　「市町村の適正な管理下」にあるとは、異例ないし困難な事案が生じたとき
に、必要に応じて、市町村職員が、民間事業者の責任者に指示を与え、自ら
事務を掌握し処理するのが適当であることから、基本的には市町村職員が常
に所在している状況を想定している。
　また、市町村が請負契約により民間事業者に委託をして業務を取り行わせ
る場合、個々の業務遂行に当たって、市町村職員は民間事業者の責任者に
対する指示にとどまるため、不測の事態等が生じたときに、実質的に民間事
業者の従業員に対して労務上の指揮命令を行うこととならないように留意する
必要がある。ご提案の件については、以上の点を満たしていると断定できな
い。
　なお、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第３４条の規定
は、民間事業者が、市区町村の事務所外において、「市町村の適正な管理下
にない状況」であっても適正な手続きを踏み、一定の条件下にあれば、住基
法第１２条第１項にかかる証明書交付に係る業務の処理を行える旨定めたも
のである。したがって、この規定に基づき、民間事業者は、請求等の「受付け」
と当該請求等に係る証明書等の「引渡し」業務を行うことができる。

834
住民基本台帳関係事務及
び戸籍事務に係る証明書
等の交付に係る規制緩和

住民票の写しや戸籍等抄
本などの証明書等の交付
については、本人等が取
得する場合には、交付・不
交付の決定や請求内容等
の審査においても困難で
ないと考えられるため、証
明書等の交付において交
付・不交付の決定や請求
内容の審査を民間事業者
が行うことができるようにし
ていただきたい。

証明書等の交付については、自動交付機やコンビニ交付も普及している状況
である。
異例ないし困難な事例については、職員が決定や審査を行うこととし、平易な
事案については委託することが可能と考える。

(総務省関係）平成
20年3月31日付総
行市第75号、総行
自第38号、総税企
第54号「住民基本
台帳関係の事務等
に係る市町村の窓
口業務に関して民
間事業者に委託す
ることができる範囲
について」、平成20
年9月9日付総務省
自治行政局市町村
課事務連絡「住民
基本台帳関係の事
務等に係る市町村
の窓口業務の民間
委託に関する質疑
応答について」
（法務省関係）平成
25年3月28日付法
務省民一第317号
「戸籍事務を民間
事業者に委託する
ことが可能な業務
の範囲について（通
知）」

総務省、法務
省

三鷹市 C　対応不可
　住民票の写しの請求にかかる交付決定及び請求内容の審査は、市区町村
長の権限とされており、公権力の行使に当たるため民間事業者に行わせるこ
とはできない。
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制度の所管・
関係府省庁

提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答

835

住民基本台帳関係事務に
おける委託事業者による
コミュニケーションサーバ
端末の操作に係る規制緩
和

民間事業者が住民基本台
帳事務に関してコミュニ
ケーションサーバ端末の
操作は認められないとされ
ているが、民間事業者によ
る操作も可能としていただ
きたい。

住民基本台帳カードを利用した証明書等のコンビニ交付の普及などにより、
現在、住民基本台帳カードの利用が伸びている。住民基本台帳カードの継続
利用やコンビニ交付等の手続は住民異動の手続に併せて申請されることが
多く、窓口業務の委託を行っている市政窓口等の施設においては、コミュニ
ケーションサーバ端末（以下「CS端末」という。）の操作を職員が行わなければ
ならないことから、手続に来られた市民をお待たせすることにもつながりかね
ない状況となっている。
セキュリティに関しても平成26年５月以降は、全国の自治体においてCS端末
の生態認証が導入されるなど、操作ログも適正に管理されている。
CS端末の操作を受託事業者においても使用可能とすることで、住民サービス
の向上や内部事務の効率化につながるものと考える。

平成20年3月31日
付総行市第75号、
総行自第38号、総
税企第54号「住民
基本台帳関係の事
務等に係る市町村
の窓口業務に関し
て民間事業者に委
託することができる
範囲について」

総務省 三鷹市 C　対応不可

　住民基本台帳関係の窓口業務について民間事業者に委託することができる
業務は補助的な業務に限定されており、住基ネット端末については操作する
ことが認められていないこと。
　住民基本台帳（既存住基システム）については各市町村が直接管理してい
るが、住民基本台帳ネットワークシステムは都道府県が構築主体として稼働さ
せているものであり、各市町村の住民基本台帳を基礎として構築されたシステ
ムであるものの、当該市町村が住民基本台帳に記載していない本人確認情
報についても検索が可能となっていることから、市町村が主体的に管理してい
るとはいえないこと。
　また、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付方法並びに磁気
ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術基準（平成１４年総務省
告示第３３４号）において、住民基本台帳ネットワークシステムの端末機等を
使用できる職員は、アクセス権を付与された職員に限定されていること、また
住基ネットワークシステムの端末機の操作履歴を記録し、不正な利用に対す
る措置が講じられていること。
　これらを勘案すると、住基ネット端末を使用する業務に従事する者は、各団
体において長期的な任用状態にあり、本格的業務に従事するものに限るべき
であり、民間事業者等が住基ネット端末を操作し、住基ネット関連業務に従事
すること認められないところである。

950
地方公共団体における複
数落札入札制度による調
達の可能化

地方公共団体が需要数量
の多い物品等又は特定役
務の調達を行う場合に、複
数落札入札制度による調
達ができるようにする。

本県流域下水道から発生する下水汚泥については、収集運搬及び処分を民
間事業者への業務委託(特定調達契約)により実施している。
当該業務については、その需要数量が年間約14,500t(約55t/日)と多く、また
毎日発生する下水汚泥を継続的かつ安定的にリスク分散を図りながら処分す
る必要がある。
しかし、県内事業者については、その処理能力が5t～10t/日程度しかなく、県
内事業者のみで全量を処分することができない。また、県外事業者について
は、処理能力は35t/日以上あるが、県内事業者よりも約1割程度処分費が高
く、処分費用の抑制という観点から課題がある。
このことから、1者ではなく複数の事業者がそれぞれの処理能力に応じて受注
でき、かつできるだけ処分費用が抑制できる入札制度として複数落札入札制
度が適切と考えている。しかし、国が特定調達を行う際には認められている複
数落札入札制度が地方公共団体では認められていないことから、やむを得ず
通常の一般競争入札により処分方法ごとに分割して業務委託を発注してお
り、事務量も多くなっている。
以上より、地方公共団体においても複数落札入札制度が実施できるよう、政
令の改正を求めるものである。
なお、複数落札入札制度の実施が可能となった場合、入札件数を現在の5件
から2件にまとめることができ、入札に要する事務の効率化を大幅に図ること
ができる。

地方公共団体の物
品等又は特定役務
の調達手続の特例
を定める政令
（国の物品等又は
特定役務の調達手
続の特例を定める
政令第11条に準じ
た条項の追加）

総務省
中国地方知
事会

E　提案の実
現に向けて対
応を検討

　複数落札入札方式については、既に国の調達制度においては定められてい
る（予算決算及び会計令臨時特例（昭和21年政令第558号）第４条の２、４条
の１０、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（昭和55年
政令第300号）第１１条）。
　当該方式による調達は、契約の数量を適宜分割して行うため、大口の契約
には介入する能力のない中小企業にも入札に参加する機会を与えることがで
きる反面、契約を分割することで、技術、品質、規格等に不統一をきたすこと
や、開札及び落札手続が通常の一般競争入札等に比べて煩雑で、談合の危
険性も大きいとの指摘もあることから、制度化されている国の特定調達契約に
おいても「その適正な運用に努めること」（昭和62年12月25日蔵計第3015号大
蔵省主計局長通達）とされているところである。
これらを踏まえると、
・国における複数落札入札方式による調達の実態
・地方公共団体において想定される物品等又は役務
・当該方式を導入するための法令上の措置内容
等の慎重な検討が必要であると考える。
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制度の所管・
関係府省庁

提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答

57
過疎地域自立促進方針に
係る関係大臣の協議、同
意の廃止

県が過疎地域の自立促進
に関する基本的な事項や
産業の振興、観光の開
発、交通通信体系の整備
などに関する基本的な事
項について定めた「過疎地
域自立促進方針」を策定
する際には、あらかじめ総
務大臣、農林水産大臣お
よび国土交通大臣に協議
し、同意を得ることとされて
いるが、この同意を要する
協議を廃止し、方針策定
後の関係大臣への提出制
度に改める。

【現状】
過疎地域自立促進特別措置法第5条第4項によると、「都道府県は、自立促進
方針を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣、農林水産大臣及び国土
交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、総務
大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行
政機関の長に協議をするものとする」と定められている。
【支障事例】
自立促進方針の策定に際しては、大臣の同意を得るために、2ヶ月以上を要
し、調整に時間を要している。この方針に基づき、市町村は「過疎地域自立促
進市町村計画」を策定することになるため、市町村は方針策定を待たねばな
らず、厳しいスケジュールでの策定を強いられている。
【制度改正の必要性】
同意協議を廃止することにより、都道府県及び市町村がスムーズに事務を行
うことができるようになる。
【求める措置内容】
ついては、地方の主体性を尊重し、国の関与を見直し、手続きの簡素化を図
るべく、過疎地域自立促進方針に係る関係大臣の同意を要する協議は廃止
すべきである。
なお、過疎地域自立促進特別法と同様の趣旨で制定されている山村振興法
に基づく「山村振興基本方針」に関する国への協議はすでに廃止されている。

過疎地域自立促進
特別措置法第5条
第4項

総務省、農林
水産省、国土
交通省

愛知県 C　対応不可

　過疎対策については、対策の主体である市町村と、協力する都道府県がこ
れを実施し、国が特例措置により財政上、行政上、両面から支援するもので
ある。
自立促進方針は、国がその内容に基づいて行財政上の特別措置を講ずるも
のとされている市町村計画及び都道府県計画の大枠となるものである。国が
特別措置を講ずるにあたって当該大枠について同意を要する協議を受けるこ
とは、必要最低限の唯一の事前の関与として、廃止することはできない。
　また、地方分権改革推進委員会による第2次勧告（平成20年12月8日）にお
ける「義務付け・枠付けの存置を許容する場合のメルクマール」に該当する条
項である。

227
過疎地域自立促進市町村
計画の変更に係る協議の
一部簡略化

過疎地域自立促進市町村
計画の変更に係る都道府
県の協議が必要なものの
うち、事業を中止した場合
又は大幅な事業量の減が
あった場合については、協
議から提出のみとするよう
求めるもの。

過疎地域自立促進市町村計画については、過疎地域市町村において事業の
見直しに伴い、おおむね毎年変更の手続きを行っている。
この変更の手続きは、過疎地域自立促進特別措置法等に記載のとおり、あら
かじめ都道府県に協議しなければならない。一方で文言の修正等形式的な変
更又は軽微な変更については、変更の手続きを省略して差し支えないものと
している。
そこで、都道府県への協議が必要なもののうち、事業の中止又は大幅な事業
量の減については、予算の増額が伴うものではなく、市町村が主体的に判断
することが可能であり、仮に規制緩和がなされ、変更後の計画の県への提出
のみとなっても、遺漏なく事務を実施することは可能であると思われるため、
市町村の事務量を削減するためにも軽微な変更として取り扱い、変更の手続
きを協議から提出のみとするように求めるもの。

過疎地域自立促進
特別措置法第６条
第４項、第７項
平成２２年１２月２２
日付け総行過第１４
３号、２２農振第１７
３０号、国都地第７
１号

総務省、農林
水産省、国土
交通省

宮城県 C　対応不可

　市町村は市町村計画についてあらかじめ都道府県とその内容について協議
をすることとされている。
このことによって、市町村の施策と都道府県の施策との整合性が図られること
となり、さらには、他の諸施策との整合性が図られ、国・都道府県・市町村が
一体となって過疎地域の自立促進、ひいては、美しく風格ある国土の形成を
推進することとなる。
　市町村が「事業の中止」又は「大幅な事業量の減」について変更の手続きを
しようとする場合についても、「事業の追加」又は「大幅な事業量の増」につい
て変更の手続きをしようとする場合と同様に、都道府県の施策や他の諸施策
との整合性を図る必要があることに変わりはなく、都道府県との事前の協議
が必要である。
　例えば、基幹道路の整備（法第14条）、公共下水道の幹線管渠等の整備（法
第15条）、医療の確保（法第16条、第17条）及び高齢者の福祉の増進（法第18
条）で定める過疎対策や、都道府県独自の過疎対策については、当該対策に
係る市町村の事業の追加、中止、大幅な事業量の増減について都道府県と
事前に協議することで、都道府県が市町村に協力して遺漏なく実施することが
できる。
　なお、大幅な事業量の増減については、市町村計画の本文修正を伴うもの
のみ、あらかじめ都道府県に協議しなければならないとしている。
また、地方分権改革推進委員会による第３次勧告（平成2１年1０月７日）にお
ける「３つの重点事項の個別条項について具体的に講ずべき措置　別表２」の
中で「法制度上、当然に国の税制・財政上の特例措置が講じられる計画を策
定する場合」として協議を許容されているところである。
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各府省からの第１次回答
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243

農林業等活性化基盤整備
計画の作成・変更する場
合の都道府県知事への協
議・同意の廃止

市町村が特定農山村法に
基づき農林業等活性化基
盤整備計画を作成・変更
する場合の都道府県知事
への協議・同意を廃止す
る。

【制度改正の必要性】
農林業等活性化基盤整備計画の作成・変更にあたって都道府県知事の同意
が必要な事項は，農林業等活性化基盤整備促進事業の実施に関する事項と
計画の一部分であり，本法自体が，市町村が中心となって地域の自主性を生
かしつつ農林業その他の事業の振興を図ることを目的とされている。
市町村の基盤整備計画の策定について迅速化が図られることにより，その後
の事業を早期に実施することが可能となる。
【懸念の解消】
本法令による義務付けによる調整以外での調整を行っているとことであり，本
法令による義務付けの必要性がないと考える。

特定農山村地域に
おける農林業等の
活性化のための基
盤整備の促進に関
する法律第4条第8
項

農林水産省、
国土交通省、
総務省

広島県 C　対応不可

　農林業等基盤整備計画（基盤整備計画）は「農林業等活性化基盤整備促進
事業（促進事業）の実施に関する事項」及び「農林業生産の基盤整備及び開
発並びに産業振興に必要な公共施設の整備で促進事業に関連して実施され
るものに関する事項」から構成されるが、基盤整備計画を作成又は変更しよう
とするときには、「促進事業の実施に関する事項」のみ、都道府県知事に協議
し、その同意を得なければならないとされている（特定農山村地域における農
林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第４条第２項、第８
項）。
　このように、基盤整備計画の作成又は変更について、全体協議ではなく、部
分協議としているのは、
１　市町村中心の地域の自主性を生かした農林業等の活性化を目的としてい
るため、全てを協議対象とすることは適切でないこと
２　しかしながら、促進事業の実施に関する事項は、基盤整備計画の中でも特
に重要なものであり、都道府県知事は、特に広域的な観点から調整を行う必
要があること
によるものである。
　したがって、同法による都道府県知事への協議・同意の義務付けは存置す
る必要がある。

326
地方債協議制度から届出
制度への移行

現在、実質公債費比率が
１８％以上の団体は許可
団体、１８％未満の団体は
協議団体、１６％未満の団
体は届出団体（＝協議不
要団体）となっており、民
間資金の借入れに当たっ
ては協議をすることを要し
ないとされている。他方、
公的資金については、届
出制度の対象外であり、
協議制度が残されている。
今年度は届出制度導入３
年目に当たることから、届
出制度をさらに拡大し、①
公的資金についても、届
出制度の対象とするととも
に、②届出団体の要件を１
６％未満から１８％未満ま
で拡大することを求める。

【改正の必要性】
協議不要団体が９割を超えているものの、届出実施団体が２割にも達してい
ない現状を考慮すると、地方分権の推進の観点から届出制度をさらに定着さ
せるための制度の拡充が必要である。
①届出実施団体が増加していない理由の一つとして、総務省や都道府県へ
の協議・届出の時期やその事務手続きが異なるため、結果として二重の手間
が必要となる点が挙げられる。公的資金にも届出制度を導入することで、事務
の軽減が図られる。　なお、公的資金については、財政融資資金確保のた
め、財務省で事前に毎月の借入額を把握する必要があるが、公的資金を協
議制度から届出制度に移行した場合でも、別途借入れ希望調査を実施して必
要な情報を補うことで、「地方債発行タイミングの自由度の拡大」という届出制
度のメリットは維持できる。
②また、実質公債費比率が１８％と１６％という僅か２％の幅を挟んで３つの
制度に分かれているが、特に本県のように、１６％前後の団体については、毎
年度協議と届出で区分が変わることがあり、決算数値が確定するまでの間は
届出か協議かが決まらず、事務的な支障が大きい。　１８％と１６％で財政健
全化の状態が大きく異なるとは考えられず、１８％に一本化し、区分の簡素化
を図るべきである。
（現行）
民間資金　１６％未満＝届出、１８％未満＝協議、１８％以上＝許可
公的資金　１８％未満＝協議、１８％以上＝許可
（見直案）
民間＋公的資金　１８％未満＝届出、１８％以上＝許可

地方財政法第５条
の３

総務省

大分県、福岡
県、長崎県、
熊本県、宮崎
県、沖縄県

C　対応不可

　届出制度は、平成24年度から施行されたものであり、現在運用３年目となっ
ている。
　届出制度を導入した際に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の
推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第105号）で
は、届出制度の導入から３年を経過した場合に、地方債の発行に関する国の
関与の在り方の見直しを行うことを規定している。
　平成27年度の見直しにあたっては、地方債の信用維持、公的資金の配分調
整の在り方等の観点から、地方団体、市場関係者等の意見を聞きつつ、慎重
に検討することとしている。
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565
地方公共団体と民間企業
との間の交流派遣及び交
流採用の可能化

「国と民間企業との間の人
事交流に関する法律」と同
様の制度を、地方公務員
において創設することを目
的として、「地方公共団体
と民間企業との間の人事
交流に関する法律（仮
称）」の制定を求める。

　国では、平成12年３月に、「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」
（以下、「官民人事交流法」という。）が施行され、国と民間企業の双方向の人
事交流システムが整備されている。この人事交流は、民間企業が一定の期間
を定めて国家公務員を自らの従業員として雇用する「交流派遣」と、国が期間
を定めて民間企業の従業員を常勤の国家公務員として採用する「交流採用」
から成っており、交流する者は、期間中、それぞれ交流先に採用され、期間終
了後は派遣元の業務に復帰する仕組みとなっている。こうした透明性、公開
性が確保された公正な手続きのもと、公務の公正な運営を確保しつつ、国の
機関と民間企業との人事交流を通じて、相互理解を深めるとともに、双方の組
織の活性化と人材育成を図ることが可能な制度となっている。
　一方、地方公共団体については、官民人事交流法のような制度がなく、地方
公務員法の範囲内での任用とせざるを得ず、それゆえ、企業との雇用関係を
維持したまま自治体に任用することが不可能となっており、民間企業の従業
員を、身分の安定や守秘義務を担保した上で権限を行使する業務に従事させ
ることができない。また、地方公務員の身分を有したまま民間企業に雇用され
ることもない。こうしたことから、手続きの透明性を担保した上で民間企業と地
方公共団体との相互理解を深め、双方の組織の活性化と人材育成を図るた
め、地方公共団体においても、地方公務員法の改正や、また、地方公務員法
によらずに任用できるような抜本的な見直しである、官民人事交流法と同様の
制度を創設することが必要である。

地方公務員法第17
条、第18条
（国と民間企業との
間の人事交流に関
する法律と同様の
制度整備）

総務省 神奈川県
D　現行規定
により対応可
能

　民間企業の従業員を、その身分を保持したまま地方公務員として任用し、公
務に従事させることについては、現行制度においても、以下の方法により可能
である。

　・地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法
律第４８号）に基づき、任期付職員として任用する。その際、営利企業等への
従事に係る任命権者の許可（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下
「地公法」という。）第３８条）をすること
　・地公法第３条第３項第３号の規定に基づき、特別職職員等として任用する
こと

　具体例として、東日本大震災の被災市町村においては、上記の方法により
民間企業等の従業員がその身分を保持したまま任用されている。
　また、地方公務員を、その身分を保持したまま民間企業に雇用させることに
ついては、地公法の規定に基づく研修派遣等の活用が考えられる。
　なお、退職派遣の場合であっても、公益的法人等への一般職の地方公務員
の派遣等に関する法律（平成１２年法律第５０号）第１０条第１項に定める場合
は、退職手当に関する条例上、退職派遣者となっていた期間を職員の引き続
いた在職期間から除算しないこととする等により、退職手当において不利な取
扱いとならないよう、必要な措置を講ずることとしている。

368

省エネ法に基づく特定事
業者等に対する指導・助
言、報告徴収、立入検査
の都道府県への権限移譲

エネルギーの使用の合理
化に関する法律に基づく
指導・助言、報告徴収及び
立入検査権限を、並行権
限として、希望する都道府
県に移譲すること。

【必要性】エネルギー政策基本法第６条においては、「地方公共団体は、基本
方針にのっとり、エネルギーの需給に関し、国の施策に準じて施策を講ずると
ともに、その区域の実状に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有す
る。」こととされている。　地方公共団体は、本規定に基づき、特に地域として
取り組むべき「エネルギー使用の合理化（省エネルギー）の促進」「再生可能
エネルギーの普及」の施策の充実等に努めている。
これらの取組みをより効果的なものとするため、「エネルギーの使用の合理化
に関する法律」に基づく、特定事業者等に対する指導・助言、報告徴収及び立
入検査権限を、並行権限として、都道府県に移譲する必要がある。
【具体的な効果】地方公共団体においては、省エネルギー促進のための取組
みを行っているが、地域におけるエネルギーの使用状況等を把握することが
できないため対象を重点化等することができず、また指導・助言する権限もな
いため、取組の成果が限定的となっている。例えば、本県においては、工場・
事業場等の省エネルギー診断事業を無料で行っているが、エネルギー多消
費事業者の情報を把握し、これら事業者に対し省エネ診断の活用を指導・助
言することが可能となれば、地域内におけるエネルギー使用の合理化が大幅
に進むことが期待される。
【効果的な取組みとするための工夫】「求める措置の具体的内容」にあわせ
て、当該法令に基づき国において収集した事業者等情報を、都道府県の求め
に応じ提供することで、より効果的な取組とすることができる。

エネルギーの使用
の合理化に関する
法律第６条，第５３
条，第６０条，第６７
条、第８７条

経済産業省、
農林水産省、
国土交通省、
警察庁、金融
庁、総務省、
財務省、文部
科学省、厚生
労働省、環境
省

九州地方知
事会

C　対応不可

　本提案に対して、当省のみで権限委譲の可否について判断を行うことは難
しい。
　また、特定事業者等に対する指導・助言、報告徴収、立入検査権限の地方
公共団体へ委譲をするにあたっては、これらの権限を有している全ての各関
係府省庁が横並びで対応する必要があると考えられるところ、経済産業省が
中心となり、対応を検討する必要がある。
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関係府省庁

提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答

260
防衛大臣への自衛隊の災
害派遣要請の権限を都道
府県から指定都市へ移譲

現行、自衛隊への派遣要
請は都道府県が行うことと
されているが、災害現場の
状況を直接知りうる基礎自
治体であり、かつ、都道府
県と同等の規模能力を有
する指定都市へ移譲する
こと。

【制度改正の必要性】
近年のゲリラ豪雨など、局地的、即時的な自然災害が増加している状況を踏
まえると、人命が脅かされる災害が発生し、それが市町村の対応能力を越え
ることが明白になった場合、広域調整を経ずして、災害現場の状況を知りうる
市町村がいち早く災害派遣要請を行うことができるよう、自衛隊法を改正すべ
きであると考える。
それを基本としながら、以下の考え方により、まずは指定都市にその権限を移
譲する必要があると考える。
指定都市は基礎自治体である一方で、道府県と同等の権限を有しているこ
と。
日ごろから、訓練等を通じ、自衛隊、警察、医療機関等との情報の共有や連
携を円滑に遂行できる環境を整えていること。
指定都市には、道府県による出先機関などの行政支援機能がほとんど置か
れておらず、また、土木事業をはじめ、災害時の対応につながる事業につい
ても、指定都市がその多くを行っていることから、道府県が指定都市の状況を
把握し難い状況にあると考えられること。

自衛隊法第８３条
第１項
災害対策基本法第
６８条の２

防衛省、内閣
府、総務省
（消防庁）

相模原市・浜
松市

C　対応不可

　災害対策は、災害対策基本法に規定されているとおり、基礎的な地方公共
団体である市町村による第一義的な応急対応と、市町村を包括する広域的な
地方公共団体である都道府県による関係機関間の総合調整を前提としてい
る。
　自衛隊の災害派遣制度は、上記の前提を踏まえ、市町村及び都道府県の
災害対応能力（警察、消防等）を活用してもなお対応できず、人命又は財産の
保護のため必要があると認める場合に、区域内の被災・対応状況を全般的に
掌握した上で、総合調整機能を担う都道府県知事等に、自衛隊の災害派遣
要請権限を認めている。
   警察の運用、消防の広域応援、DMAT（災害派遣医療チーム）との協定等
の事項は、何れも都道府県が権限を有しており、指定都市は上記を運用する
立場にないところ、仮に現行の災害法制を維持したまま、自衛隊への災害派
遣要請権限のみを指定都市に移譲すれば、都道府県による広域調整等によ
り地方公共団体による対応を尽くさない段階で自衛隊に要請がかかることとな
る。換言すれば、自衛隊が地方公共団体以上に地域の災害対策に責任を有
することとなるため、各機関の性質・役割分担を考慮すると、制度的に不適切
である。
　また、運用の観点からは、上記の通り、災害対策に従事する各機関を運用
する立場になく、広域的被災状況を把握する立場にない指定都市から直接災
害派遣要請を受けたとしても、自衛隊の派遣の要否を判断することは困難で
あり、結局のところ、都道府県との調整を別途要するため、二重の調整を要す
ることとなり、災害派遣の迅速性は担保されず、実効的な救援活動に支障を
きたす恐れがある。
　上記の通り、災害が指定都市の範囲内に限定して発生するか否かに関わら
ず、災害法制における指定都市の位置づけが、総合調整機能を担い、地方公
共団体の対応を尽くす立場にないため、災害法制全体における指定都市の
役割分担及び権限を変更することなしに、自衛隊の災害派遣要請権限を移譲
する変更のみを実施することは不可能である。

430
自衛隊災害派遣要請権限
の市長への付与

浸水被害による住民の孤
立化、雪害における道路
の除雪等などの地域のみ
が直接的に把握できる被
害に限定し、市長が自衛
隊に対して直接、災害派
遣を要請できるよう権限を
付与し、都道府県へは事
後報告とする。

【提案事項・制度改正の必要性】
自衛隊法第８３条第１項に「都道府県知事その他政令で定める者は、天災地
変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める
場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することが
できる。」と示されている都道府県知事の自衛隊への災害派遣の要請権限に
ついて、浸水被害による住民の孤立化、大雪による雪害において道路の除雪
等を速やかに行う場合などに限定し、災害救助活動をより迅速かつ的確に行
うため、地域の被災状況を最も把握し、警察、消防等関係機関との連携によ
り、市民の生命、身体及び財産を守る被災市から直接、自衛隊の派遣を要請
できるよう権限を移譲すること提案する。

詳細については別紙あり。

自衛隊法第８３条
第１項
災害対策基本法第
６８条の２

防衛省、内閣
府、総務省
（消防庁）

郡山市 C　対応不可

　災害対策は、災害対策基本法に規定されているとおり、基礎的な地方公共
団体である市町村による第一義的な応急対応と、市町村を包括する広域的な
地方公共団体である都道府県による関係機関間の総合調整を前提としてい
る。
　自衛隊の災害派遣制度は、上記の前提を踏まえ、市町村及び都道府県の
災害対応能力（警察、消防等）を活用してもなお対応できず、人命又は財産の
保護のため必要があると認める場合に、区域内の被災・対応状況を全般的に
掌握した上で、総合調整機能を担う都道府県知事等に、自衛隊の災害派遣
要請権限を認めている。
　警察の運用、消防の広域応援、DMAT（災害派遣医療チーム）との協定等の
事項は、何れも都道府県が権限を有しており、市（市長）は上記を運用する立
場にないところ、仮に現行の災害法制を維持したまま、自衛隊への災害派遣
要請権限のみを市（市長）に付与すれば、都道府県による広域調整等により
地方公共団体による対応を尽くさない段階で自衛隊に要請がかかることとな
る。換言すれば、自衛隊が地方公共団体以上に地域の災害対策に責任を有
することとなるため、各機関の性質・役割分担を考慮すると、制度的に不適切
である。
　また、運用の観点からは、上記の通り、災害対策に従事する各機関を運用
する立場になく、広域的被災状況を把握する立場にない市（市長）から直接災
害派遣要請を受けたとしても、自衛隊の派遣の要否を判断することは困難で
あり、結局のところ、都道府県との調整を別途要するため、二重の調整を要す
ることとなり、災害派遣の迅速性は担保されず、実効的な救援活動に支障を
きたす恐れがある。
　上記の通り、災害が市（市長）の範囲内に限定して発生するか否かに関わら
ず、災害法制における市（市長）の位置づけが、総合調整機能を担い、地方公
共団体の対応を尽くす立場にないため、災害法制全体における市（市長）の
役割分担及び権限を変更することなしに、自衛隊の災害派遣要請権限を付与
する変更のみを実施することは不可能である。
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提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答

628

自衛隊に対する災害派遣
の要請手続きの都道府県
知事から市町村長への権
限移譲

自衛隊への災害派遣の要
請手続きを、都道府県知
事から直接市町村長まで
拡大する権限移譲

【支障・制度改正の必要性】
現状では、自衛隊法第８３条第1条により、災害発生後、人命・財産の保護の
ために必要がある場合、市町村長が都道府県知事に依頼し、自衛隊への災
害派遣要請をすることが原則となっている。
しかしながら、市町村合併も進展し、区域が広域化するとともに、災害の種類
の多様化、大型化している中で、より迅速に効率的に対応するためには、市
町村長の権限として、直接災害派遣要請ができることが求められると考える。
台風や大雨などの風水害はある程度の予測・準備の対応は可能であるが、
地震や大規模な事故などの対応は特に緊急性を要するので、避難勧告、避
難指示の権限を有する市町村長の判断のバックボーンとなるものと考える。
市町村長へ権限を拡大しても、同時に都道府県知事への通知や報告を行うこ
とで、都道府県の応援や協力体制も可能になるものと考える。

自衛隊法第83条第
１項
災害対策基本法第
６８条の２

防衛省、内閣
府、総務省
（消防庁）

長崎県 C　対応不可

　災害対策は、災害対策基本法に規定されているとおり、基礎的な地方公共
団体である市町村による第一義的な応急対応と、市町村を包括する広域的な
地方公共団体である都道府県による関係機関間の総合調整を前提としてい
る。
　自衛隊の災害派遣制度は、上記の前提を踏まえ、市町村及び都道府県の
災害対応能力（警察、消防等）を活用してもなお対応できず、人命又は財産の
保護のため必要があると認める場合に、区域内の被災・対応状況を全般的に
掌握した上で、総合調整機能を担う都道府県知事等に、自衛隊の災害派遣
要請権限を認めている。
　警察の運用、消防の広域応援、DMAT（災害派遣医療チーム）との協定等の
事項は、何れも都道府県が権限を有しており、市町村（市町村長）は上記を運
用する立場にないところ、仮に現行の災害法制を維持したまま、自衛隊への
災害派遣要請権限のみを市町村（市町村長）に移譲すれば、都道府県による
広域調整等により地方公共団体による対応を尽くさない段階で自衛隊に要請
がかかることとなる。換言すれば、自衛隊が地方公共団体以上に地域の災害
対策に責任を有することとなるため、各機関の性質・役割分担を考慮すると、
制度的に不適切である。
　また、運用の観点からは、上記の通り、災害対策に従事する各機関を運用
する立場になく、広域的被災状況を把握する立場にない市町村（市町村長）か
ら直接災害派遣要請を受けたとしても、自衛隊の派遣の要否を判断すること
は困難であり、結局のところ、都道府県との調整を別途要するため、二重の調
整を要することとなり、災害派遣の迅速性は担保されず、実効的な救援活動
に支障をきたす恐れがある。
　 上記の通り、災害が市町村（市町村長）の範囲内に限定して発生するか否
かに関わらず、災害法制における市町村（市町村長）の位置づけが、総合調
整機能を担い、地方公共団体の対応を尽くす立場にないため、災害法制全体
における市町村（市町村長）の役割分担及び権限を変更することなしに、自衛
隊の災害派遣要請権限を委譲する変更のみを実施することは不可能である。

683
自衛隊の災害派遣要請権
限の全市長への移譲

市長が自衛隊に対して直
接、災害派遣を要請できる
ようにし、派遣要請は都道
府県に事後報告することと
する。

【制度改正の必要性】
大規模災害発生時においては、72時間以内の人命救助に象徴されるように、
迅速な応急対策が求められる。
【制度改正による効果】
事態を最も把握している現場の被災市の長である市長から、取りまとめ役の
県を経由することなく、直接、自衛隊に対して災害派遣を直接要請できる権限
が付与されれば、大規模災害発生時の通知事務の簡素化や迅速な派遣要請
の実施につながり、住民の生命を守るための救助活動等も、より迅速な対応
となることが見込まれる。
【懸念の解決策】
なお、本提案は、災害対策法の前提である「地方公共団体による広域的な対
応を行っても解決できない場合」を崩しておらず、要請をするときは、既に地方
公共団体では対応できない状況で、迅速性や事務の効率化を最優先に考え
るべきであることから、都道府県知事のみが災害派遣要請を行う合理的な理
由はない。また「要請が集中する」との懸念については、そのような状態は甚
大な被害が想定される災害であり、権限移譲による弊害ではなく、むしろ国に
おいて情報収集が遅くなる要因となるのではないか。

自衛隊法第８３条
災害対策基本法第
６８条の２

防衛省、内閣
府、総務省
（消防庁）

横浜市 C　対応不可

　災害対策は、災害対策基本法に規定されているとおり、基礎的な地方公共
団体である市町村による第一義的な応急対応と、市町村を包括する広域的な
地方公共団体である都道府県による関係機関間の総合調整を前提としてい
る。
　自衛隊の災害派遣制度は、上記の前提を踏まえ、市町村及び都道府県の
災害対応能力（警察、消防等）を活用してもなお対応できず、人命又は財産の
保護のため必要があると認める場合に、区域内の被災・対応状況を全般的に
掌握した上で、総合調整機能を担う都道府県知事等に、自衛隊の災害派遣
要請権限を認めている。
　警察の運用、消防の広域応援、DMAT（災害派遣医療チーム）との協定等の
事項は、何れも都道府県が権限を有しており、市（市長）は上記を運用する立
場にないところ、仮に現行の災害法制を維持したまま、自衛隊への災害派遣
要請権限のみを市（市長）に付与すれば、都道府県による広域調整等により
地方公共団体による対応を尽くさない段階で自衛隊に要請がかかることとな
る。換言すれば、自衛隊が地方公共団体以上に地域の災害対策に責任を有
することとなるため、各機関の性質・役割分担を考慮すると、制度的に不適切
である。また、運用の観点からは、上記の通り、災害対策に従事する各機関を
運用する立場になく、広域的被災状況を把握する立場にない市（市長）から直
接災害派遣要請を受けたとしても、自衛隊の派遣の要否を判断することは困
難であり、結局のところ、都道府県との調整を別途要するため、二重の調整を
要することとなり、災害派遣の迅速性は担保されず、実効的な救援活動に支
障をきたす恐れがある。
　上記の通り、災害が市（市長）の範囲内に限定して発生するか否かに関わら
ず、災害法制における市（市長）の位置づけが、総合調整機能を担い、地方公
共団体の対応を尽くす立場にないため、災害法制全体における市（市長）の
役割分担及び権限を変更することなしに、自衛隊の災害派遣要請権限を付与
する変更のみを実施することは不可能である。
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制度の所管・
関係府省庁

提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答

697
直轄道路の移管路線の維
持管理費に関する財源措
置

平成25年12月20日の閣議
決定に基づく権限移譲に
おける直轄国道の移管路
線の財源措置について、
維持管理費は、個別の箇
所に係る所要額を適切に
積み上げた総額を、基準
財政需要額に反映し、事
業費に応じた交付税措置
を講ずるとされているとこ
ろ。

移管にあたっては、従前の
管理水準を確保するた
め、上記の交付税による
措置額と、現在の維持管
理に関する所要額との間
に乖離が生じる場合、不
足額について、交付税額
の上乗せや、交付金等に
よる財源措置を提案する。

【現状】
　「事務・権限移譲の移譲等に関する見直し方針について」（H25.12.20閣議決
定）に基づく、権限移譲における移管路線の維持管理費に対する財源措置に
ついては、全国知事会が、H25.11.14「『直轄道路・河川の権限移譲に伴う財源
措置について（案）』に対する意見」にて言及しているように、地方に移譲され
た道路・河川の維持管理に支障が生じることのないよう、維持管理に要する費
用について歳入歳出両面にわたって適切かつ明確な財政措置を講じること、
事業費に応じた交付税措置を講ずることにより、従前と同様の管理水準を確
保することを前提に行うことを求めているところ。
【支障事例】
　移管路線の維持管理に関する措置額は、既管理路線の維持管理にも影響
を及ぼすこととなるが、現行の交付税措置では、全国一律の算定方法により
基準財政需要額を算出しており、大阪府下の対象路線においては、交通量も
多く、都市部の特殊性等から、従前の管理水準を確保するための所要額が措
置されない可能性がある。
【制度改正の必要性】
　まずは、閣議決定に基づく交付税措置に関し、維持管理に関する所要額が
確保されていることを判断するため、移管路線における、現状の維持管理に
係る費用の提示を受ける必要がある。

地方交付税法第10
条（普通交付税の
額の算定）、第11条
（基準財政需要額
の算定方法）等

内閣府、総務
省、国土交通
省

大阪府
D　現行規定
により対応可
能

直轄道路・河川の権限移譲に伴う財源措置については、全国知事会と丁寧に
調整を重ねた上で、昨年12月に閣議決定した「事務・権限の移譲等に関する
見直し方針」において、その内容を取りまとめたところである。この中で、維持
管理費については、「個別の箇所に係る所要額を適切に積み上げた総額を、
基準財政需要額に反映し、事業費に応じた交付税措置を講ずる」として、適切
な財政措置を講ずることとしている。

806
地域経済循環創造事業交
付金の交付申請事務の見
直し

当該交付金については、
直接総務省に申請を行っ
ているが、都道府県を経
由することとし、交付決定
に当たり、優先順位を求め
るなど都道府県意見を反
映させること。

【現行】
地域経済循環創造事業交付金では、交付対象は都道府県、市町村とされて
おり、両者ともに交付申請にあたっては、直接総務省に提出することとされて
いる。
【支障事例】
現在、各都道府県では、交付決定後に総務省から応募事業の総括表を提出
することが求められているため、市町が総務省に申請後に、市町から申請書
の写しを入手しているが、煩雑な作業となっている。
また、当事業を広域的観点から効果的に実施するためにも、都道府県が市町
村の補完をすることが不可欠である。
【改正による効果】
交付申請の段階で都道府県を経由させ、地域の現状を把握している各都道
府県において、申請事業に意見や優先順位等を付することにより、より効果的
な事業実施が可能となる。
【要綱への反映】
具体的には、交付要綱の「第7 交付申請」において、市町村は都道府県を通
じて交付申請書を大臣に提出すること、都道府県は、市町村から提出された
交付申請書について、本事業の趣旨に添ったものであるか審査することを規
定することが必要である。

地域経済循環創造
事業交付金交付要
綱

総務省
兵庫県、徳島
県

D　現行規定
により対応可
能

　交付申請書の提出方法及び都道府県が優先順位を付することについては、
交付要綱において制限していない。
　したがって、地域の実情により必要があれば、運用上、それぞれの都道府県
の判断で、管内市町村と調整いただき、提案のとおり取扱いいただいて構わ
ない。
なお、提案中「各都道府県では、交付決定後に総務省から応募事業の総括表
を提出することが求められている」とあるが、総務省は、都道府県に対し、総
括表の提出を交付決定後ではなく、交付申請時にお願いしている。
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制度の所管・
関係府省庁

提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答

893
地域経済循環創造事業交
付金に関する事務の都道
府県への移譲

「空飛ぶ補助金」のうち地
域経済循環創造事業交付
金について、都道府県へ
財源・権限を移譲し、都道
府県から市町村や民間事
業者等へ補助する制度と
すること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（い
わゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかり
か、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分
権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助
対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都道府県等が実施する事
業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とす
ることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振
興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や
民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
地域資源や地域特性を活かす事業を展開するためには、情報を把握している
県が行うことが望ましい。

地域経済循環創造
事業交付金交付要
綱

総務省 埼玉県 C　対応不可

　本事業は、総務省が推進する「地域の元気創造プラン」に基づき、全国に
産・学・金・官地域ラウンドテーブルを作り、地域の資源と地域金融機関の資
金を活用して事業を起こし、雇用を生み出す「地域経済イノベーションサイク
ル」を全国に展開するため、地域における経済循環を創造し、新たに持続可
能な事業を起こすモデルの構築を行う自治体を支援するものである。
　従来型の大企業の工場誘致では、特にグローバル企業の場合、諸外国との
人件費の差が大きいため、国内工場ではあまり雇用を生まず、撤退のリスク
もある。したがって、地域経済の振興のためには、逃げない企業として地域に
存続する地域密着型の企業をできるだけ多く立ち上げていくことが有効であ
る。
　このために、できる限り多くの自治体でモデル事例を構築する必要がある
が、これまで160事業交付決定している中、いまだ採択事例のない府県もある
など、地域によって取組体制に差があるため、業務の移譲は時期尚早である
と考えている。

892
過疎地域等自立活性化推
進交付金に関する事務の
都道府県への移譲

「空飛ぶ補助金」のうち過
疎地域等自立活性化推進
交付金について、都道府
県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民
間事業者等へ補助する制
度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（い
わゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかり
か、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分
権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助
対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都道府県等が実施する事
業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とす
ることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振
興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や
民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
過疎法に基づく埼玉県過疎地域自立促進方針及び埼玉県過疎地域自立促
進計画との整合を図るため。

過疎地域等自立活
性化推進交付金交
付要綱

総務省 埼玉県 C　対応不可

　過疎地域自立促進特別措置法（以下「法」という。）においては、過疎対策の
主体は市町村とされており、これに都道府県が協力し、国が支援することによ
り推進することとされており、法の趣旨に基づき、過疎地域等自立活性化推進
交付金により過疎地域の自立活性化に資する事業を支援しているところであ
る。
　財政上の制約がある中で、過疎対策の主体である過疎地域市町村に対す
る支援の最適化を図るには、先進的・波及性のある事業などに限定する必要
があるため、全国的見地から、過疎地域市町村が行う事業が過疎地域等自
立活性化推進交付金の目的及び内容が適正であるか、金額の算定に誤りが
ないかどうか等を調査したうえで、当該事業に必要な金額の支援を過疎地域
市町村に行うべきであることから都道府県への移譲は妥当ではない。
　なお、市町村の過疎対策は、あらかじめ都道府県との協議を要する過疎地
域自立促進市町村計画に基づき実施され、交付金の申請は都道府県を通じ
て行われるため、都道府県で定める過疎地域自立促進方針及び過疎地域自
立促進都道府県計画との整合性は図られていると考える。
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制度の所管・
関係府省庁

提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答

894
緊急消防援助隊設備整備
費補助金に関する事務の
都道府県への移譲

「空飛ぶ補助金」のうち緊
急消防援助隊設備整備費
補助金について、都道府
県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民
間事業者等へ補助する制
度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（い
わゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかり
か、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分
権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助
対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都道府県等が実施する事
業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とす
ることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振
興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や
民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
消防組織法で県が所掌する事務とされている「消防の応援及び緊急消防援
助隊に関する事項」に密接に関連するが、交付先を県が選定できないため、
県が把握している地域の実情を反映できない。

消防組織法第42条
第2項
緊急消防援助隊設
備整備費補助金交
付要綱

総務省（消防
庁）

埼玉県 C　対応不可
　緊急消防援助隊は、大規模災害や特殊災害の際は被災地以外から消防力
を集中的に投入する必要があるため結成するものであり、その設備の整備に
ついても国が責任を果たす必要がある。

895
消防防災施設整備費補助
金に関する事務の都道府
県への移譲

「空飛ぶ補助金」のうち消
防防災施設整備費補助金
について、都道府県へ財
源・権限を移譲し、都道府
県から市町村や民間事業
者等へ補助する制度とす
ること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（い
わゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかり
か、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分
権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助
対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都道府県等が実施する事
業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とす
ることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振
興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や
民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
消防組織法で県が所掌する事務とされている「消防施設の強化拡充の指導
及び助成に関する事項」に該当するが、交付先を県が選定できないため、県
が把握している地域の実情を反映できない。

消防組織法第42条
第3項
消防施設強化促進
法
消防防災施設整備
費補助金交付要綱

総務省（消防
庁）

埼玉県 C　対応不可

　地方公共団体が地震等の大規模災害や林野火災、増加する救急需要等に
適切に対応するために必要な消防防災施設のうち、特に重要なものについて
は、その優先度を勘案しながら整備を進める必要があるため、国が補助制度
を活用してこれを補うのが適当である。
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制度の所管・
関係府省庁

提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答

896
無線システム普及支援事
業費等補助金に関する事
務の都道府県への移譲

「空飛ぶ補助金」のうち無
線システム普及支援事業
費等補助金について、都
道府県へ財源・権限を移
譲し、都道府県から市町
村や民間事業者等へ補助
する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（い
わゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかり
か、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分
権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助
対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都道府県等が実施する事
業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とす
ることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振
興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や
民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県に対する情報提供が不十分であり、県内市町村の実情を反映できない。

無線システム普及
支援事業費等補助
金交付要綱

総務省 埼玉県
D　現行規定
により対応可
能

　本支援事業の一部（携帯電話等エリア整備事業）は、都道府県が市町村へ
補助する制度を対象に、その事業費の一部を都道府県に対し補助するス
キーム（間接補助）となっている。それ以外（地上デジタル放送送受信環境整
備事業、周波数有効利用促進事業、民放ラジオ難聴解消支援事業）について
も、市町村等の要望調査の取りまとめや補助対象市町村等との連絡調整を
都道府県が担うことにより、都道府県による関与や都道府県内市町村の実情
把握が十分可能となっている。
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